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は
じ
め
に

天
皇
と
上
皇
が
居
所
を
同
じ
く
す
る
か
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
史
料
上
「
御
同

所
・
御
同
宿
・
御
対
面
・
御
同
座
」
な
ど
と
し
て
現
れ
る①
。
本
稿
で
は
ま
と
め
て
「
同

所
」
も
し
く
は
「
同
所
同
宿
」
と
称
す
る
。

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
は
、
①
院
御
所
行
幸
、
②
上
皇
の
皇
居
御
幸
、
③
天
皇
・

上
皇
某
所
合
流
な
ど
の
際
に
出
来
（
し
ゅ
っ
た
い
）
す
る
。
史
料
上
と
り
わ
け
多
い
の

は
「
①
院
御
所
行
幸
」
で
、
朝
覲
、
祝
賀
、
病
気
見
舞
、
方
違
、
祇
園
神
輿
違②
、
遊

興
、
習
礼
、
避
難
な
ど
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
。

同
所
同
宿
が
出
来
す
る
ケ
ー
ス
の
代
表
は
「
朝
覲
行
幸
」
で
、
多
く
の
研
究
が
存

在
す
る
が
、「
院
政
期
以
降
の
朝
覲
行
幸
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
検
討
し
た
大
村
拓

生
・
白
根
靖
大
両
氏
の
研
究
は
、
現
在
も
通
説
的
位
置
を
占
め
て
い
る③
」
と
さ
れ
て

い
る
。

大
村
氏
は
、
朱
雀
―
後
醍
醐
期
の
朝
覲
行
幸
回
数
を
一
覧
し
て
分
析
し
、
朝
覲
行

幸
は
「
家
父
長
権
の
確
認
の
場
と
し
て
、
叙
位
に
よ
る
院
司
の
編
成
手
段
と
し
て
」、

上
皇
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
と
論
じ
た
。
白
根
氏
も
ま
た
、
嵯
峨
―

後
醍
醐
期
の
朝
覲
行
幸
を
一
覧
に
し
、
院
政
期
以
前
の
そ
れ
は
「
聖
代
に
な
ら
う
行

動
」
で
あ
り
、
摂
関
期
に
は
女
院
へ
の
朝
覲
、
後
鳥
羽
院
政
期
に
は
「
治
天
御
幸
始
」

が
創
出
さ
れ
、
後
嵯
峨
院
政
期
に
つ
な
が
る
な
ど
と
分
析
し
た
。
佐
古
氏
は
、「
中
世

の
朝
覲
は
皇
位
継
承
の
方
向
性
を
知
ら
し
め
る
、
極
め
て
政
治
的
意
義
を
有
す
る
儀

礼
」
と
評
価
し
た④
。
以
上
い
ず
れ
も
本
稿
問
題
関
心
の
一
部
に
つ
な
が
る
研
究
で
あ

る
。ま

た
歴
史
上
、
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
は
「
忌
避
」
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
弘
仁
元

年
（
八
一
〇
）
の
「
平
城
上
皇
の
乱
」
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
樋
口
健
太
郎
氏
の
近

業⑤
は
、
こ
の
忌
避
こ
そ
中
世
摂
関
家
成
立
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

樋
口
氏
は
、
院
に
よ
る
天
皇
の
後
見
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
を
視
点
と
し
て
、
摂
関
家
の

果
た
し
た
役
割
を
分
析
し
た
。
院
は
は
じ
め
、
天
皇
に
対
す
る
後
見
を
摂
関
家
に
請

け
負
わ
せ
た
が
、
藤
原
師
実
・
師
通
を
失
っ
た
堀
河
天
皇
期
に
は
、
院
へ
の
行
幸
が

増
え
、
以
後
減
少
す
る
が
、
院
は
天
皇
に
近
住
し
、
つ
い
に
は
内
裏
「
陣
中
」
に
居

を
構
え
る
に
至
る
も
、
院
政
の
安
定
化
に
伴
い
、
院
は
京
外
に
居
住
す
る
例
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、と
論
じ
て
い
る
。
い
わ
ば
同
所
同
宿
忌
避
と
い
う
「
不
文
律
」

（
２
２
頁
）
が
、
当
該
期
政
治
動
向
を
左
右
し
た
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。

天
皇
や
上
皇
は
何
を
、
な
ぜ
「
忌
避
」
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
樋
口
氏
は
、「
院
は

日
常
的
に
天
皇
の
側
に
あ
っ
て
後
見
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
天
皇
に
対
す
る
院
の

親
権
行
使
に
は
限
界
が
あ
っ
た
」（
５
３
頁
）、「
院
は
院
政
期
以
降
も
内
裏
に
は
参
入

で
き
て
い
な
い
」（
５
８
頁
）、「
院
は
…
…
「
平
城
太
上
天
皇
の
変
」
以
来
の
不
文
律

に
よ
っ
て
、
内
裏
へ
の
参
入
す
ら
で
き
な
か
っ
た
」（
６
７
頁
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る

が
、
な
ぜ
内
裏
に
参
入
し
得
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
「
院
は
大
内
裏
に
入
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
し
、
里
内
裏
に
つ
い
て
も
、
神
器
が
安
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
出
家

の
身
で
あ
る
法
皇
と
天
皇
の
同
宿
は
極
力
忌
避
さ
れ
て
い
た
」（
４
７
頁
）
と
そ
の
理

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
の
歴
史
的
展
開
と
忌
避

―
順
徳
・
後
鳥
羽
頻
回
長
期
接
触
の
背
景

―

谷　
　
　
　
　

昇



一
〇
四

606

由
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
中
世
を
通
じ
て
普
遍
的
に
存
在
し
た
、
同
所
同
宿
忌

避
・「
太
上
天
皇
不
二
参
内
一
」
な
る
観
念
（
慣
習
・
不
文
律
）
は
、「
法
体
」
以
外
あ
る

い
は
以
前
の
上
皇
の
時
代
に
も
存
在
し
た
。

本
稿
で
は
、
嵯
峨
―
後
醍
醐
天
皇
期
の
「
院
御
所
行
幸
」
事
例
を
収
集
集
計
し
、

行
幸
「
回
数
」
と
と
も
に
同
所
同
宿
「
日
数
」
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
同
所
同
宿

「
忌
避
」
の
観
念
が
摂
関
期
前
後
に
も
通
史
的
に
存
在
し
た
こ
と
、廷
臣
た
ち
が
凝
ら

し
た
忌
避
回
避
策
に
つ
い
て
「
神
鏡
（
内
侍
所
／
賢
所
）」
を
視
点
と
し
て
分
析
し
た

い
。こ

う
し
た
同
所
同
宿
忌
避
の
存
在
を
歴
史
的
前
提
と
し
て
、
建
保
年
間
を
中
心
に

現
出
し
た
順
徳
天
皇
・
後
鳥
羽
上
皇
の
長
期
間
同
所
同
宿
・
頻
回
接
触
の
実
態
を
明

ら
か
に
し
、
そ
の
政
治
的
意
味
を
問
い
た
い
と
思
う
。

第
一
章　

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
の
起
点
「
院
御
所
行
幸
」

第
一
節　

歴
代
天
皇
院
御
所
行
幸
の
回
数
と
滞
在
日
数

本
章
で
は
、
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
が
出
来
す
る
ケ
ー
ス
の
う
ち
、「
院
御
所
行

幸
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
院
御
所
」
の
政
治
的
機
能
に
つ
い
て
、白
河
院
政
期
を

中
心
に
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
た
の
は
井
上
満
郎
氏
で
あ
る⑥
。
氏
は
、
正
式
な
朝
覲

行
幸
を
受
け
る
場
所
、「
院
政
」
と
い
う
「
政
治
」
が
執
行
さ
れ
る
場
所
が
「
院
御

所
」
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
本
稿
で
は
、
上
皇
の
居
所
＝
朝
覲
行
幸
を
含
む
多
様
な

目
的
に
よ
る
行
幸
を
受
け
入
れ
る
場
所
を
、
ゆ
る
や
か
に
「
院
御
所
」
と
解
し
議
論

を
進
め
た
い
。

（
１
）
歴
代
天
皇
院
御
所
行
幸
の
回
数
と
目
的

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、朝
覲
行
幸
（
太
上
皇
后
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
大

村
拓
生
・
白
根
靖
大
氏
ら
に
よ
り
、
詳
細
な
一
覧
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の

問
題
関
心
は
朝
覲
行
幸
を
含
む
院
御
所
行
幸
全
体
に
あ
る
た
め
、予
備
作
業
と
し
て
、

『
皇
居
行
幸
年
表⑦
』
そ
の
他
を
参
照
し
て
「
院
御
所
行
幸
」
を
検
出
、別
途
作
成
し
た

一
覧
表
を
集
計
し
た
う
え
で
、「【
表
1
】
院
御
所
行
幸
の
回
数
と
目
的
」
を
示
す
。

採
録
期
間
は
便
宜
上
、『
皇
居
行
幸
年
表
』
に
「
朝
覲
行
幸
」
表
記
の
見
え
る
期
間
、

【
表
1
】
院
御
所
行
幸
の
回
数
と
目
的
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す
な
わ
ち
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
八
月
三
十
日
、嵯
峨
天
皇
の
平
城
上
皇
御
所
行
幸
か

ら
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
後
宇
多
上
皇
に
対
す
る
朝
覲
（
元
亨
三
年
〈
一
三
二
三
〉
四

月
二
十
七
日
）ま
で
の
約
五
〇
〇
年
間
を
対
象
と
し
、合
計
三
〇
七
事
例
を
検
出
し
た
。

ま
ず
、
歴
代
天
皇
の
院
御
所
行
幸
回
数
に
着
目
す
る
と
、
頻
回
行
幸
は
院
政
期
に

集
中
し
、
院
政
と
院
御
所
行
幸
の
間
に
強
い
関
連
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
上
皇

が
行
幸
を
受
け
た
回
数
は
、白
河
（
81
回
）
が
飛
び
抜
け
て
多
く
、以
下
後
白
河
（
41
）、

鳥
羽
（
37
）、
宇
多
（
32
）、
後
鳥
羽
（
29
）、
後
嵯
峨
（
24
）
と
続
く
。

（
２
）
院
御
所
行
幸
滞
在
日
数

そ
れ
で
は
、天
皇
の
院
御
所
同
所
同
宿
（
滞
在
）
日
数
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
史
料

上
、「
還
御
」
日
未
詳
の
ケ
ー
ス
が
多
く
（
116
件
・
38
％
）、
ほ
と
ん
ど
の
行
幸
は
三
日

以
内
（
174
件
・
57
％
）
の
滞
在
で
終
わ
っ
て
い
る
。
院
御
所
滞
在
が
延
べ
五
日
以
上
の

天
皇
を
即
位
順
に
並
べ
る
と
、高
倉
（
17
日
）、順
徳
（
192
）、仲
恭
（
35
）、亀
山
（
17
）、

後
深
草
（
10
）、
後
宇
多
（
9
）、
後
二
条
（
20
）、
後
醍
醐
（
7
）
の
よ
う
に
な
る⑧
。

わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
、
行
幸
「
回
数
」
の
序
列
に
注
目
し
た
が
、
滞
在
「
日
数
」

の
そ
れ
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
様
相
を
示
す
。す
な
わ
ち
、院
御
所
行
幸
回
数
の
ピ
ー

ク
は
摂
関
期
に
、
行
幸
滞
在
日
数
の
そ
れ
は
院
政
期
〜
南
北
朝
期
に
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。

高
倉
天
皇
の
行
幸
は
源
平
争
乱
期
、
清
盛
ク
ー
デ
タ
ー
前
夜
と
も
い
う
べ
き
時
期

に
、
続
く
順
徳
天
皇
の
頻
回
・
長
期
滞
在
は
、
王
家
に
と
っ
て
鎌
倉
幕
府
の
存
在
が

強
く
意
識
さ
れ
始
め
る
時
代
に
相
当
す
る
（
後
述
）。
仲
恭
天
皇
の
日
数
は
、
承
久
の

乱
勃
発
か
ら
敗
戦
ま
で
、
後
鳥
羽
上
皇
一
族
に
「
連
れ
回
さ
れ
」
た
幼
帝
の
三
五
日

間
で
あ
る
。
続
く
亀
山
か
ら
後
醍
醐
ま
で
は
、
い
ず
れ
も
南
北
朝
期
の
天
皇
で
あ
っ

た
。

第
二
節　

院
御
所
行
幸
―
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち

目
的
別
に
見
た
行
幸
の
概
数
は
、朝
覲
（
152
件
）、方
違
（
42
）、祇
園
神
輿
違
（
22
）、

遊
興
（
御
遊
）（
21
）
に
次
い
で
、
病
気
見
舞
、
祝
賀
・
御
賀
、
習
礼
、
避
難
、
御
堂

供
養
等
、
兵
乱
混
乱
回
避
・
怪
異
邪
気
忌
避
…
…
な
ど
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
以

下
、
行
幸
目
的
別
に
、
興
味
深
い
事
例
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

朝
覲
行
幸
（
152
件
）

先
に
、
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
が
出
来
す
る
ケ
ー
ス
の
代
表
は
、
朝
覲
行
幸
で
あ

る
と
述
べ
た
が
、
今
度
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
院
御
所
行
幸
全
体
に
占
め
る
朝
覲

の
割
合
は
約
半
数
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
天
皇
は
朝
覲
以
外
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
で
院
御
所
に
行
幸
し
て
い
る
。
朝
覲
行
幸
に
関
し
て
は
分
厚
い
研
究

史
が
あ
る
が
、
朝
覲
目
的
以
外
の
院
御
所
行
幸
に
対
す
る
注
目
が
、
院
政
期
理
解
の

た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

祝
賀
・
御
賀
・
拝
謝
・
上
表
・
病
気
見
舞
・
供
養
（
29
件
）

こ
れ
ら
は
、
朝
覲
と
と
も
に
儀
礼
的
側
面
の
強
い
行
幸
で
あ
る
。

方
違
（
42
件
）・
遊
興
（
21
件
）・
方
違
偽
称
（
1
件
）

方
違
行
幸
は
、
朝
覲
に
次
ぐ
頻
度
を
示
し
、
そ
の
内
実
は
遊
興
で
あ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
方
違
」
を
偽
称
し
て
ま
で
強
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
行
幸
の
一
例
を
示
す
。

治
承
二
年
（
一
一
七
八
）
四
月
二
十
九
日
、
高
倉
天
皇
は
、
後
白
河
上
皇
御
所
法
住

寺
殿
に
行
幸
、
翌
五
月
一
日
に
は
、
殿
上
人
等
が
乱
遊
、
白
拍
子
・
女
童
部
等
の
舞
、

蹴
鞠
・
雑
芸
な
ど
行
わ
れ
、
九
条
兼
実
は
「
末
代
事
、
不
レ
可
レ
云
二
是
非
一
歟
」
と
慨

嘆
し
た⑨
。
こ
の
「
方
違
行
幸
」
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
大
納
言

藤
原
実
定
の
記
録
『
庭
槐
抄
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
幸
は
鴨
河
の
洪
水
・
浮
橋

破
損
と
い
う
悪
天
候
を
押
し
強
引
に
上
皇
の
命
に
よ
り
実
施
さ
れ
、実
定
を
し
て「
今

夜
凌
二
洪
水
一
行
幸
、
是
何
故
哉
、
…
…
未
レ
知
二
其
理
一
而
已
、
是
偏
狂
申
令
レ
然
歟
、
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可
レ
恐
々
⑩々

」
と
言
わ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
一
つ
は
兼
実
が
記
す
と
こ
ろ

「
偽
称
二
御
方
違
一
云
々
」（
二
十
九
日
条
）
と
あ
っ
て
、方
違
え
名
目
は
方
便
に
使
わ
れ

て
い
た
。

祇
園
神
輿
違
（
22
件
）

祇
園
御
霊
会
の
さ
い
、
祇
園
神
輿
が
御
旅
所
へ
の
巡
幸
で
皇
居
近
辺
を
通
る
時
、

天
皇
は
こ
れ
を
避
け
他
所
に
行
幸
し
た
。
神
輿
違
行
幸
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
検

討
す
る
。

避
難
（
日
吉
神
輿
・
衆
徒
・
源
平
争
乱
回
避
、
火
災
）（
6
件
）

天
皇
が
避
け
た
の
は
祇
園
神
輿
だ
け
で
は
な
い
。
治
承
元
年（
一
一
七
七
）四
月
十
三

日
、
洛
中
に
動
座
さ
れ
た
日
吉
神
輿
を
、
官
兵
の
矢
が
射
た
こ
と
か
ら
、
衆
徒
は
神
輿

を
閑
院
内
裏
近
く
の
路
次
に
棄
て
て
逃
げ
た
。
高
倉
天
皇
は
翌
十
四
日
、後
白
河
上
皇

御
所
法
住
寺
殿
に
行
幸
、
九
条
兼
実
は
「
縦
夷
狄
雖
レ
致
二
謀
叛
一
、
天
子
豈
棄
二
皇
居
一

乎
、
可
二
弾
指
一
之
世
也
」
と
批
判
し
た
（『
玉
葉
』）。
後
の
時
代
に
も
同
様
の
こ
と
は

見
ら
れ
、今
度
は
日
吉
の
み
な
ら
ず
祇
園
そ
の
他
の
社
の
神
輿
も
加
わ
り
、皇
居
冷
泉

万
里
小
路
殿
の
四
足
門
を
破
り
進
入
、
紫
宸
殿
ほ
か
の
殿
上
に
御
輿
を
振
り
捨
て
て

逃
走
、
後
宇
多
天
皇
の
亀
山
上
皇
御
所
近
衛
殿
へ
の
行
幸
を
招
く
こ
と
と
な
っ
た⑪
。

源
平
争
乱
期
、
平
氏
西
走
（
寿
永
二
年
七
月
二
十
五
日
）、
法
住
寺
合
戦
（
同
年
十
一

月
十
九
日
）
の
さ
い
に
も
、院
御
所
へ
の
緊
急
行
幸
が
あ
っ
た
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で

あ
る
。

内
裏
は
平
安
遷
都
後
、天
徳
四
年
九
月
二
十
三
日
以
来
し
ば
し
ば
火
災
に
遭
っ
た
。

そ
の
さ
い
避
難
行
幸
先
に
院
御
所
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

怪
異
等
忌
避
（
2
件
）

治
承
二
年
閏
六
月
、
高
倉
天
皇
中
宮
平
徳
子
（
懐
妊
六
ヶ
月
）、
に
「
物
気
（
邪
気
）」

が
付
い
た
。
宮
中
に
お
け
る
「
物
気
渡
し
」
祈
祷
は
不
吉
だ
が
、里
亭
へ
の
遷
御
も
、

す
で
に
「
御
着
帯
以
後
初
出
御
」
の
日
が
決
定
済
み
で
あ
り
不
可
と
さ
れ
た
た
め
、

天
皇
の
方
が
他
所（
後
白
河
上
皇
御
所
三
条
室
町
殿
）に
行
幸
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

の
と
き
神
鏡
も
渡
御
し
、
滞
在
は
十
七
日
間
に
及
ん
だ⑫
。
行
幸
の
「
理
由
」
と
し
て

は
珍
し
い
例
で
あ
る
が
、「
禁
中
」
で
許
さ
れ
な
い
物
気
払
い
が
、
神
鏡
が
他
所
に
遷

御
し
た
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
神
鏡
と
天
皇
・
祈
祷
呪
術
の
関
係
・

性
格
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

第
二
章　

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
忌
避
と
神
鏡

第
一
節　

神
鏡
動
座

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
の
「
起
点
」
た
る
院
御
所
行
幸
は
、
朝
覲
や
祝
賀
・
病
気

見
舞
い
・
供
養
な
ど
儀
礼
目
的
の
場
合
は
公
然
と
受
容
さ
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
方
違
・

遊
興
・
祇
園
神
輿
違
な
ど
儀
礼
目
的
以
外
の
行
幸
は
、
前
章
【
表
1
】
に
お
い
て
合

計
一
〇
一
回
（
33
％
）
見
ら
れ
た
。
記
録
に
は
し
ば
し
ば
、行
幸
に
対
す
る
忌
避
が
あ

り
、
回
避
策
を
め
ぐ
ら
し
た
う
え
で
院
御
所
行
幸
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
忌
避
の
理
由
・
回
避
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
さ
い
本
稿
で
は
、「
神
鏡⑬
」
と
り
わ
け
そ
の
「
動
座
」
に
注
目
し
よ

う
と
思
う
。
い
わ
ば
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
忌
避
の
実
態
は
、「
神
鏡
・
上
皇
同
所
同

宿
忌
避
」
と
言
い
替
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
行
幸
研
究
に
お
い
て
神
鏡
動
座
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
。

同
所
同
宿
回
数
が
時
代
に
よ
り
変
化
す
る
以
上
、
そ
こ
に
政
治
的
背
景
が
存
在
す

る
こ
と
は
、先
行
研
究
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
同
所
同
宿
日
数
」
に
お
い
て

も
ま
た
然
り
、
さ
ら
に
院
御
所
行
幸
に
向
け
ら
れ
た
「
忌
避
」
を
回
避
・
合
理
化
し

て
実
現
さ
れ
た
行
幸
の
背
景
に
も
政
治
的
理
由
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。斎

木
涼
子
氏
は
、「
内
侍
所
神
鏡
」
の
神
聖
化
が
な
さ
れ
た
の
は
十
一
世
紀
で
、
摂

関
政
治
・
幼
少
天
皇
の
定
着
な
ど
に
よ
り
、
直
接
的
な
国
家
統
治
の
場
か
ら
離
れ
た



一
〇
七

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
の
歴
史
的
展
開
と
忌
避

609

天
皇
に
対
し
、
新
た
な
「
抽
象
的
権
威
」
が
付
与
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
「
鏡
は
、
物

理
的
に
天
皇
に
附
属
す
る
二
つ
の
神
器
と
異
な
り
、
い
わ
ば
神
そ
の
も
と
の
し
て
祀

ら
れ
、
天
皇
と
ア
マ
テ
ラ
ス
を
直
接
結
び
つ
け
る
神
秘
的
な
存
在
へ
と
変
化
し
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。」（
３
９
頁
）
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、「
残
念
な
が
ら
、「
神

璽
・
剣
」
が
常
に
天
皇
の
身
辺
に
置
か
れ
移
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
「
鏡
」

が
入
ら
な
か
っ
た
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。」（
３
８
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る⑭
。

（
１
）『
帝
室
制
度
史 
五
』

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
忌
避
に
つ
い
て
「
神
鏡
」
を
視
点
と
し
て
分
析
し
よ
う
と

す
れ
ば
、「
行
幸
の
さ
い
院
御
所
に
神
鏡
も
随
伴
動
座
し
た
か
」
と
い
う
議
論
に
導
か

れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
『
帝
室
制
度
史 
五⑮
』（
第
三
章
、
第
二
節
、
第
二
款
）
に
は
、
神

鏡
「
動
座
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
態
様
に
つ
い
て
、「
践
祚
」
か
ら
「
火
災
又
は
兵
革
に
因

る
特
殊
の
異
例
」
ま
で
一
五
項
目
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
史
料
が
部
類
・
例

示
さ
れ
て
い
て
有
用
で
あ
る
。
院
御
所
行
幸
に
関
連
す
る
「
項
目
一
〇
」
は
、
次
の

よ
う
に
頭
注
し
て
関
連
史
料
が
引
例
さ
れ
て
い
る
。

一
〇　

  

天
皇
上
皇
の
御
在
所
に
行
幸
あ
る
場
合
に
は
一
般
に
賢
所
の
動
座
な
し

（
五
例
）

　
　
　

  

天
皇
上
皇
の
御
在
所
に
行
幸
あ
る
場
合
賢
所
も
共
に
渡
御
あ
る
と
き
は
上

皇
は
他
所
に
移
御
し
た
ま
ふ
（
四
例
）

　
　
　

  

天
皇
上
皇
の
御
在
所
に
行
幸
あ
る
場
合
上
皇
の
移
御
な
き
と
き
は
賢
所
と

上
皇
御
在
所
と
の
間
に
築
垣
を
設
く
（
二
例
）

　
　
　

  

上
皇
賢
所
と
御
同
殿
を
憚
り
た
ま
ふ
（
一
例
）

ま
た
、
行
幸
日
数
と
神
鏡
動
座
に
つ
い
て
、

五　
　

十
箇
日
以
内
の
行
幸
に
は
一
般
に
賢
所
の
動
座
な
し
（
三
例
）

六　
　

十
箇
日
以
内
の
行
幸
に
賢
所
の
動
座
あ
り
し
例
（
一
四
例
）

七　
　

行
幸
十
箇
日
を
超
ゆ
る
場
合
に
は
一
般
に
賢
所
の
動
座
あ
り
（
八
例
）

こ
の
よ
う
に
整
序
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
内
実
は
、
い
ず
れ
も
一
義
的
で
な
く
、
廷
臣

た
ち
が
院
御
所
行
幸
時
に
お
け
る
神
鏡
動
座
に
知
恵
を
絞
っ
た
歴
史
で
も
あ
っ
て
、

動
座
の
目
的
や
判
断
は
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
次
に
議
論
し
た
い
。

（
２
）
祇
園
神
輿
違
行
幸

同
所
同
宿
忌
避
に
関
し
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
照
ら
し
最
も
重
要
な
行
幸
は
「
祇

園
神
輿
違
行
幸
」
で
あ
る
。
行
幸
先
と
し
て
院
御
所
が
選
ば
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、

史
料
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
。

六
月
上
旬
、
祇
園
御
霊
会
（
祇
園
会
）
の
さ
い
、
神
輿
が
洛
中
を
巡
幸
し
た
が
、
こ

れ
を
避
け
天
皇
が
方
違
行
幸
を
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
以
下
福
眞
睦
城
氏
の
所
論⑯
に

し
た
が
い
、「
祇
園
神
輿
違
行
幸
」
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。【
付
図
1
】
と

し
て
、
同
氏
作
成
の
地
図
の
う
ち
殿
舎
名
を
一
部
修
正
し
て
示
す
。

祇
園
会
は
十
世
紀
後
半
、
毎
年
六
月
十
四
日
が
祭
日
と
定
ま
り
、
神
輿
も
こ
の
頃

登
場
し
た
。
祭
に
先
立
つ
六
月
七
日
、
祇
園
社
の
祭
神
「
牛
頭
大
王
・
八
王
子
・
婆

梨
采
女
（
は
り
さ
い
じ
ょ
）」
が
そ
れ
ぞ
れ
神
輿
に
移
さ
れ
、
祇
園
社
御
旅
所
に
神
幸

す
る
。
牛
頭
・
八
王
子
の
男
神
二
神
の
神
輿
は
「
大
政
所
」
旅
所
、
女
神
婆
梨
采
女

の
神
輿
は
「
少
将
井
」
に
移
さ
れ
る
。
神
輿
は
そ
れ
ぞ
れ
の
御
旅
所
に
七
日
間
駐
輦

の
上
、
十
四
日
に
進
発
、
三
条
大
宮
の
「
列
見
の
辻
」
で
合
流
、
本
社
に
還
幸
す
る
。

天
皇
は
、
皇
居
が
神
幸
路
に
面
し
て
い
る
場
合
、
①
神
輿
を
避
け
て
他
所
に
行
幸
、

あ
る
い
は
、
②
神
幸
路
の
方
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
福
眞
氏
は
、
応
徳
元

年
（
一
〇
八
四
）
六
月
五
日
、
白
河
天
皇
の
行
幸
（
皇
居
三
条
殿 

↓ 

堀
河
院
）
を
初
見

と
し
、
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
六
月
十
三
日
、
後
二
条
天
皇
の
行
幸
（
二
条
東
洞
院

殿 
↓ 
京
極
殿
）
を
終
見⑰
と
す
る
神
輿
違
行
幸
と
、
神
幸
路
変
更
事
例
、
計
八
八
件
を

一
覧
表
に
し
て
示
し
て
い
る
。

な
ぜ
祇
園
神
輿
違
行
幸
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ

る
。
一
九
七
四
年
久
保
田
収
氏
は
「
祇
園
御
輿
迎
に
多
く
の
群
集
が
集
ま
り
、
き
は



一
〇
八
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め
て
雑
踏
し
た
の
で
、混
乱
を
避
け
る
た
め
行
幸
が
行
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
う⑱
」
と
、

「
混
乱
回
避
説
」
を
と
な
え
た
。

次
い
で
五
味
文
彦
氏
は
、『
長
秋
記
』
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
六
月
七
日
、
翌
保

延
元
年
六
月
七
日
条
を
も
と
に
「
白
河
天
皇
の
応
徳
の
祇
園
会
の
御
輿
迎
え
の
日
、

少
将
井
の
御
輿
が
天
皇
の
御
所
三
条
殿
の
近
く
を
通
っ
た
が
、
そ
の
直
後
に
中
宮
が

死
去
し
た
事
件
が
お
こ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
祇
園
は
御
霊
神
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
事
件
を
契
機
に
天
皇
は
祇
園
の
御
輿
を
避
け
る
慣
例
が
生
じ
、
以
後
、
天
皇
は
祇

園
御
輿
が
御
所
近
く
通
る
時
に
は
、他
所
に
方
違
え
す
る
の
が
慣
例
と
な
る⑲
。」
と
述

べ
、
祇
園
御
霊
に
よ
っ
て
白
河
中
宮
賢
子
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
神
輿
違
行
幸
の
理

由
で
あ
る
と
し
た
。
以
後
、
脇
田
晴
子
・
大
村
拓
生
氏⑳
も
五
味
説
を
踏
襲
し
た
。

対
し
て
福
眞
氏
は
、
①
堀
河
院
母
后
（
中
宮
賢
子
）
が
崩
じ
た
の
は
御
霊
会
か
ら

三
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
り
、こ
れ
を
「
不
レ
経
二
幾
程
一
」（『
長
秋
記
』
保
延
元
年
六
月
七

日
条
）
と
言
え
る
か
。
②
こ
の
御
霊
会
の
間
白
河
天
皇
は
、
応
徳
元
年
六
月
五
日
か

ら
十
五
日
ま
で
、皇
居
三
条
東
洞
院
殿
か
ら
堀
河
殿
に
神
輿
を
避
け
滞
在
し
て
お
り
、

神
幸
路
を
変
更
さ
せ
る
必
要
が
無
か
っ
た
。
③
中
宮
崩
御
を
不
吉
の
先
例
と
し
て
記

録
す
る
の
は
『
長
秋
記
』
の
み
（
そ
の
理
由
は
不
明
）、
な
ど
と
指
摘
し
、『
長
秋
記
』

不
吉
例
は
事
実
と
し
て
成
立
し
な
い
と
断
じ
た
上
で
五
味
説
を
退
け
、
あ
ら
た
め
て

久
保
田
収
説
を
支
持
し
て
、
神
輿
が
忌
避
さ
れ
た
の
は
「
神
幸
の
雑
踏
と
混
乱
、
そ

の
も
た
ら
す
不
測
の
事
態
を
避
け
る
こ
と㉑
」
が
唯
一
の
理
由
で
あ
り
、
極
め
て
合
理

的
な
目
的
で
あ
っ
た
、
と
結
論
し
た
。

神
輿
違
行
幸
の
原
因
が
「
混
乱
・
狼
藉
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
史
料
上
に
も
散
見
す

る
。
た
と
え
ば
『
殿
暦
』
永
久
五
年
六
月
十
三
日
条
に
は
「
今
日
依
二
御
方
違
一
行
二

幸
白
河
一
、
依
二
明
日
祇
園
御
霊
会
一
無
二
還
御
一
、
是
御
所
南
ヲ
下
人
狼
藉
に
渡
故
也
」

と
行
幸
の
理
由
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節　

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
忌
避
と
神
鏡

前
節
で
は
、
院
御
所
行
幸
を
多
く
含
む
祇
園
神
輿
違
行
幸
の
研
究
状
況
に
つ
い
て

概
観
し
た
が
、
い
ず
れ
も
神
器
と
り
わ
け
神
鏡
と
行
幸
の
関
係
に
は
注
目
さ
れ
て
い

な
い
。
本
節
で
は
、
院
御
所
行
幸
の
具
体
的
な
場
面
に
お
い
て
天
皇
・
上
皇
の
同
所

同
宿
が
な
ぜ
忌
避
さ
れ
、
忌
避
回
避
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
策
が
採
ら
れ
た
の
か

に
つ
い
て
、「
神
鏡
」
を
視
点
と
し
て
諸
史
料
を
分
析
し
た
い
。

（
１
）
天
皇
・
上
皇
・
神
鏡
―
史
料
に
見
る

神
鏡
と
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
の
問
題
は
、
火
災
に
よ
る
避
難
の
場
合
に
現
れ
る
。

【
付
図
1
】
祇
園
神
輿
神
幸
路
と
皇
居
・
行
幸
先
殿
舎
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天
永
三
年
五
月
十
三
日
夜
、
鳥
羽
天
皇
皇
居
高
陽
院
に
火
災
発
生
（
天
永
の
内
裏
火

災
）、
天
皇
は
急
拠
白
河
上
皇
御
所
六
条
殿
に
行
幸
、
神
鏡
も
動
座
し
た
。
摂
政
藤
原

忠
実
は
権
中
納
言
藤
原
宗
忠
に
天
皇
・
上
皇
同
所
の
こ
と
に
つ
き
諮
問
、宗
忠
は
「
主

上
有
レ
行
―二
幸
院
御
所
一
、
経
二
両
三
宿
一
是
常
事
也
。
但
已
成
二
主
上
御
所
一
、
奉
レ
安
―二

置
内
侍
所
一
之
後
、
与
二
法
皇
一
同
宿
御
事
已
無
二
先
例
一
」（『
中
右
記
』
同
日
条
）
と
奉

答
、
上
皇
は
急
拠
頭
弁
藤
原
実
行
宅
に
遷
御
し
た
。

本
事
例
に
見
ら
る
よ
う
に
、天
皇
と
上
皇
の
同
所
「
両
三
宿
」
は
「
常
事
」
で
あ
っ

た
が
、「
法
皇
」
と
「
内
侍
所
」
の
同
所
は
厳
し
く
忌
避
さ
れ
た
。「
は
じ
め
に
」
で

触
れ
た
よ
う
に
、
樋
口
健
太
郎
氏
は
本
日
条
を
引
い
て
天
皇
―
「
法
皇
」
同
所
同
宿

忌
避
理
由
の
一
根
拠
と
し
て
い
る
。
斎
木
涼
子
氏
も
ま
た
、『
殿
暦
』
同
日
条
を
例
示

し
た
上
で
、「
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
宮
中
で
神
祇
祭
祀
、
神
事
が
行
わ
れ
る
際
に

仏
事
が
止
め
ら
れ
る
な
ど
、
神
祇
祭
祀
は
仏
教
を
忌
む
。
こ
こ
で
は
、
天
皇
と
法
皇

が
同
席
す
る
の
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
出
家
し
た
法
皇
が
、
神
鏡
（
内
侍
所
）
と
同

じ
空
間
に
存
在
す
る
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
…
…
問
題
と
な
る
の
は
、
神
璽
・

宝
剣
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
神
鏡
で
あ
る㉒
。」
と
、
分
析
し
て
い
る
。

し
か
し
天
皇
・
上
皇
・
神
鏡
同
所
同
宿
は
、
上
皇
が
「
法
体
」
な
れ
ば
こ
そ
忌
避

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
例
史
料
が
摂
関
期
に
多
い
こ
と
、
摂
関
期
に
君
臨
し
た

上
皇
の
ほ
と
ん
ど
が
出
家
し
た
事
か
ら
す
る
議
論
の
帰
結
か
と
思
わ
れ
る
が
、
続
く
白

河
・
鳥
羽
・
崇
徳
・
後
白
河
上
皇
が
譲
位
後
「
出
家
」
す
る
ま
で
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇

年
余
の
期
間
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、法
体
以
外
あ
る
い
は
以
前
の
上
皇
に
あ
っ
て
も
、

天
皇
と
の
同
所
同
宿
、
ひ
い
て
は
神
鏡
と
の
同
座
は
忌
避
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

早
く
、『
九
暦
』
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
六
月
二
十
六
日
条㉓
に
は
、「
太
上
天
皇
遜
位

之
後
、
不
レ
可
三
一
日
留
二
禁
中
一
」
な
る
文
言
が
あ
り
、
後
鳥
羽
の
時
代
に
は
「
太
上

天
皇
不
二
参
内
一
」
を
め
ぐ
る
廷
臣
と
後
鳥
羽
上
皇
自
身
の
議
論㉔
が
、
南
北
朝
期
に
及

ん
で
も
武
家
政
権
の
執
奏
に
は
「
上
皇
入
二
御
禁
裏
一
者
不
レ
可
レ
然
之
由
、
先
日
承
存

了
」
な
ど
と
表
明
さ
れ
て
い
る㉕
。
摂
関
期
の
み
な
ら
ず
通
史
的
に
上
皇
・
神
鏡
同
座

は
忌
避
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

長
承
三
年
の
祇
園
神
輿
違
行
幸
に
関
す
る
『
長
秋
記
』
記
録
は
、
行
幸
の
理
由
を

説
明
す
る
五
味
説
の
典
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
同
年
の
記
録
は
『
中
右
記
』
に

も
あ
っ
て
、
祇
園
神
輿
違
行
幸
を
め
ぐ
る
議
論
に
、「
神
鏡
」
の
扱
い
に
関
す
る
問
題

が
加
わ
る
と
事
態
は
一
気
に
複
雑
化
す
る
。

殿（
忠
通
）下

給
二
御
消
息
一
云
、
皇（

崇
徳
）居

二
条
東
洞
院
也
、
明
日
祇
園
御
輿
迎
少
将
井
御
輿

皇
居
西
陣
前
依
レ
可
二
渡
御
一
也
、
明
暁
内
可
レ
渡
二
御
院（

鳥
羽
）御

所
二
条
万
利
小
路
御

所
一
也
、

但
永
久
五
年
六
月
主（

堀
河
）上

御
二
三
条
烏
丸
信
通
宰
相
宅
一
間
、
渡
二
御
白
川
院
御

所
一
、
依
レ
為
二
寺
中
一
不
レ
被
レ
奉
レ
渡
二
内
侍
所
一
也
、
上
下
衆
人
祇
園
御
霊
会
騎

馬
過
二
陣
中
一
、
故（

源
俊
房
）入道

左
大
臣
後
日
難
レ
之
被
レ
申
云
、
内
侍
所
御
所
人
々
騎
馬

過
レ
之
不
便
也
者
、

仍
今
度
内
侍
所
同
可
レ
渡
二
御
院
御
所
一
也
、
而
又
院
依
二
御
対
面
一
同
可
レ
御
也
、

院
与
内
侍
所
同
所
御
例
不
レ
見
如
何
、

予
申
云
、
先
例
不
レ
候
事
難
レ
申
二
左
右
一
、
早
令
レ
申
レ
院
給
、
可
レ
依
二
御
定
一
事

也
、
重
被
レ
仰
云
、
事
不
レ
切
者
難
レ
申
二
左
右
一
、
只
所
レ
思
可
二
示
給
一
者
、
予
又

申
云
、
今
度
許
御
対
面
不
レ
候
可
レ
宜
歟
、

（（ 

）
ル
ビ
筆
者
、
改
行
私
意
、
以
下
同
じ
、『
中
右
記
』
長
承
三
年
六
月
六
日
条
）

関
白
藤
原
忠
通
は
、
内
侍
所
神
鏡
と
上
皇
の
同
所
に
つ
い
て
、
一
種
の
ジ
レ
ン
マ

に
陥
っ
て
い
た
。
明
日
、
祇
園
神
輿
が
崇
徳
皇
居
西
陣
前
を
通
過
す
る
た
め
、
鳥
羽

上
皇
御
所
へ
の
行
幸
が
計
画
さ
れ
た
。
し
か
し
、永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
鳥
羽
天
皇

の
白
河
院
御
所
へ
の
神
輿
違
行
幸
が
検
討
さ
れ
た
さ
い
、白
川
寺
中
で
あ
っ
た
た
め
、

神
鏡
は
動
座
し
な
か
っ
た
。
結
果
、
皇
居
陣
中
す
な
わ
ち
神
鏡
奉
安
所
近
く
を
上
下

衆
人
が
騎
馬
で
通
行
す
る
こ
と
と
な
っ
て
後
日
批
判
さ
れ
た
。
今
回
は
神
鏡
随
伴
で
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院
御
所
行
幸
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、「
院
与
内
侍
所
同
所
御
例
」
は
見
え
ず
、
如
何

し
た
も
の
か
と
藤
原
宗
忠
に
諮
問
し
た
。
宗
忠
は
、先
例
な
く
答
え
よ
う
が
な
い
が
、

「
今
度
許
御
対
面
不
レ
候
可
レ
宜
歟
」
と
答
申
し
て
い
る
。
結
局
、神
鏡
は
動
座
し
た
が

天
皇
・
上
皇
の
対
面
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
時
、
鳥
羽
上
皇
は
出
家

以
前
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
故
入
道
左
大
臣
源
師
房
の
弁
に
、
神
輿
違
行
幸
の
理
由
が
、「
内
侍
所
御
所

人
々
騎
馬
過
レ
之
不
便
也
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、神
鏡
奉
安
所
近
辺
の
騎
馬

通
過
を
忌
避
し
て
の
議
論
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

右
『
中
右
記
』
記
事
に
続
き
、『
長
秋
記
』
翌
日
条
に
は
、
同
じ
く
神
鏡
「
沙
汰
」

や
皇
居
陣
中
下
乗
の
礼
に
関
す
る
記
事
が
見
ら
れ
る
。『
中
右
記
』
と
同
様
、「
自
二
内

侍
所
御
所
前
一
、
雑
人
騎
馬
条
、
不
レ
被
二
甘
心
一
云
々
」
と
、
神
鏡
に
よ
り
騎
馬
雑
人

が
忌
避
さ
れ
て
い
る
が
、「
下
乗
」
の
理
由
に
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
。

下
乗
事

去
二
皇
居
一
一
町
下
乗
事
者
、
依
二
内
侍
所
御
一
也
、
非
二
主
上
御
為
一
云
々
、
愚

案
、
於
二
此
事
一
専
不
レ
可
レ
然
、
行
幸
時
、
人
皆
於
二
左
衛
門
陣
前
一
騎
馬
者
、
不

レ
可
レ
有
二
其
憚
一
歟
、

（『
長
秋
記
』
長
承
三
年
六
月
七
日
条
、
部
分
）

皇
居
陣
中
に
お
け
る
騎
馬
雑
人
の
下
乗
は
、
天
皇
の
た
め
で
は
な
く
神
鏡
の
た
め

だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

祇
園
神
輿
違
行
幸
に
お
け
る
、
天
皇
・
上
皇
・
神
鏡
の
動
静
に
つ
い
て
、
朝
廷
の

抱
え
る
「
ジ
レ
ン
マ
」
は
翌
年
に
持
ち
越
さ
れ
、保
延
元
年
（
一
一
三
五
）
五
月
二
十
五

日
に
は
、
対
応
策
に
つ
い
て
予
議
が
行
わ
れ
た
。
去
年
は
院
御
所
行
幸
に
神
鏡
が
随

伴
し
た
が
、
上
皇
と
の
対
面
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
今
年
は
上
皇
に
対
面
の
意
志
が

あ
る
と
い
う
。
関
白
忠
通
は
、
ジ
レ
ン
マ
脱
出
の
一
策
を
案
出
し
諮
問
し
た
。

関（
忠
通
）白

於
レ
座
、
問
二
民（

忠
教
）部

卿
・
下（

源
師
時
）官等

一
云
、
祇
園
御
霊
会
時
、
陣
前
依
レ
為
二
神

路
一
、有
二
行
幸
一
、而
先
年
上
皇
三
条
殿
奉
レ
留
二
内
侍
所
一
、一
身
幸
二
白
河
殿
一
、

時
人
難
レ
之
云
々
、
仍
去
年
奉
レ
具
二
内
侍
所
一
、
行
二
幸
東
殿
一
、
…
…
今
年
又
可

レ
如
二
去
年
一
、
而
上
皇
有
二
御
対
面
志
一
也
、
而
内
侍
所
御
所
、
先
帝
不
二
渡
御
一

由
有
二
其
聞
一
、者
十
四
日
夕
内
侍
所
還
給
後
、上
皇
渡
御
有
二
御
対
面
一
矣
如
何
、

是
等
間
可
二
量
申
一
、
評
定
可
レ
令
二
申
上
一
事
也
、

民
部
卿
云
、
…
…
今
案
、
剣
璽
是
与
二
内
侍
所
一
同
儀
也
、
何
有
二
其
憚
一
矣
、

下
官
申
云
、
…
…
内
侍
所
御
在
所
、
上
皇
渡
給
事
、
無
二
其
例
一
者
、
付マ

ヽ

安
十
四

日
夜
内
侍
所
還
二
本
宮
一
給
天
、
其
後
上
皇
有
二
御
幸
一
矣
、
更
不
レ
可
二
事
煩
候
一

歟
、

（『
長
秋
記
』
保
延
元
年
五
月
二
十
五
日
条
、
部
分
）

い
わ
ば
関
白
忠
通
の
案
は
、「
行
幸
・
御
幸
時
差
策
」
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。
諮
問
を
請
け
た
廷
臣
二
名
の
「
解
決
策
」
は
、
剣
璽
と
神
鏡
は
「
同
儀
」
で

あ
り
、
神
鏡
・
上
皇
同
所
は
憚
り
な
し
と
い
う
、
や
や
乱
暴
な
意
見
（
藤
原
忠
教
）
と
、

関
白
に
同
調
す
る
意
見
（
源
師
時
）
が
答
申
さ
れ
て
い
る
。『
中
右
記
』
に
も
記
録
が

あ
る
。従

レ
院
顕
頼
卿
送
二
消
息
一
云
、
来
月
七
日
祇
園
可
下
令
レ
移
二
少
将
井
一
給
上
〈
俗

称
二
御
輿
迎
一
云
々
〉、
仍
如
二
去
年
一
可
レ
臨
二
幸
三二

ノ

条
殿
一
、
如
レ
此
之
次
可
レ
有
二

御
対
面
一
之
処
、
同
被
レ
奉
レ
渡
二
賢
所
一
之
間
、
有
二
其
儀
一
無
二
御
幸
一
、
白
河
院

之
御
時
、
或
御
方
違
臨
幸
、
或
八
幡
行
幸
還
御
、
皆
随
二
其
便
一
有
二
御
対
面
一
、

而
雖
レ
渡
―二
御
々
所
一
、
不
下
令
レ
奉
レ
侍
二
尊
儀
一
給
上
、
尤
遺
恨
思
食
者
也
、

然
者
今
度
御
輿
迎
了
、
内
侍
所
如
レ
元
奉
レ
移
、
主
上
今
夜
宿
御
、
有
二
御
幸
一
御
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対
面
之
条
如
何
、
但
還
宮
以
前
被
レ
奉
レ
移
二
賢
所
一
事
、
兼
又
上
皇
入
御
儀
、
此

両
条
可
下
令
二
計
申
一
給
上
者
。
依
二
御
気
色
一
言
上
件
レ
如
、

（『
中
右
記
』
保
延
元
年
五
月
二
十
七
日
条
、
部
分
）

本
日
条
に
よ
り
、
二
十
五
日
に
提
議
さ
れ
た
「
行
幸
・
御
幸
時
差
策
」
が
院
側
の

発
案
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
く
て
保
延
元
年
祇
園
神
輿
違
行
幸
時
に
お
け
る

神
鏡
動
座
の
態
様
が
固
ま
っ
た
。

六
月
六
日
御
輿
迎
前
日
に
な
っ
て
、
夕
刻
崇
徳
天
皇
は
、
鳥
羽
院
御
所
二
条
万
里

小
路
亭
に
行
幸
、
対
面
を
希
望
し
て
い
た
鳥
羽
上
皇
は
、
一
昨
日
よ
り
同
御
所
に
渡

御
し
て
い
て
対
面
が
実
現
、
和
歌
の
興
な
ど
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
れ
ほ
ど
廷

臣
を
悩
ま
せ
た
上
皇
・
神
鏡
同
所
問
題
は
ど
の
よ
う
な
決
着
を
見
た
の
か
、
わ
れ
わ

れ
は
『
中
右
記
』
六
月
六
日
条
傍
書
に
「
有
レ
議
内
侍
所
不
二
渡
御
一
也
、
是
堀
河
院

御
時
之
例
也
」
と
あ
る
を
見
て
、
如
何
に
上
皇
・
神
鏡
同
所
同
宿
忌
避
の
観
念
が
強

固
に
維
持
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
の
で
あ
る
。

時
代
は
下
り
文
治
年
中
、
未
だ
行
幸
・
神
鏡
問
題
は
議
に
上
っ
て
い
る
。
院
御
所

行
幸
で
は
な
い
が
、
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
六
月
十
三
日
、
後
鳥
羽
天
皇
は
祇
園
神

輿
を
避
け
大
内
に
行
幸
、
翌
日
還
御
し
た
。
後
白
河
上
皇
は
神
鏡
渡
御
に
つ
い
て
の

判
断
を
摂
政
九
条
兼
実
に
委
ね
た
。
結
局
神
鏡
は
、「
仍
予
今
夕
従
二
幸
路
一
、明
夕
同

可
二
還
御
一
之
由
仰
下
了
」（『
玉
葉
』）
な
る
判
断
と
な
っ
た
が
、
途
中
兼
実
と
蔵
人
平

棟
範
と
の
間
に
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。
原
理
原
則
論
者
兼
実
に
と
っ
て
、
神
輿
違
行

幸
の
視
点
は
「
神
鏡
動
座
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

予
仰
云
、
中
古
例
、
賢
所
雖
レ
不
二
渡
御
一
、
先（

高
倉
）朝

御
時
有
レ
議
、
被
レ
避
二
御
霊

会
一
、
是
則
宸
儀
臨
幸
者
、
為
レ
避
二
狼
藉
一
也
、
賢
所
独
争
令
二
残
留
一
給
哉
、
仍

相
共
被
レ
避
二
皇
后

〔
居
イ
〕一

、
敬
神
之
至
也
、
…
…
被
レ
避
二
御
霊
会
一
、
是
被
レ
奉
レ
重

二
賢
所
一
之
儀
也
、

（『
玉
葉
』
文
治
四
年
六
月
十
三
日
条
、
部
分
）

（
２
）
南
北
朝
期
へ
の
展
開

本
稿
で
は
、
朝
覲
行
幸
の
始
期
・
終
期
を
め
ど
に
院
御
所
行
幸
事
例
を
検
討
し
て

き
た
が
、
南
北
朝
時
代
に
至
っ
て
も
、
天
皇
・
上
皇
・
神
鏡
同
所
同
宿
に
は
注
意
が

向
け
ら
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
観
応
の
擾
乱
最
中
、観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
十
二
月

二
十
三
日
、
太
政
大
臣
洞
院
公
賢
の
も
と
に
、
武
家
の
執
奏
を
請
け
て
、
崇
光
天
皇

か
ら
の
勅
問
が
あ
っ
た
。

廿
三
日
、
天
晴
、
及
レ
晩
四（

四
条
隆
蔭
）

条
前
大
納
言
為
二
勅
使
一
入
来
、

仰
曰
、
今
日
武
家
執
下
奏
八
幡
凶
徒
可
二
追
討
一
之
由
上
、
相
議
曰
、
禁
裏
・
仙
洞

各
別
御
所
警
固
有
二
其
煩
一
、
上
皇
入
―二
御
禁
裏
一
者
不
レ
可
レ
然
之
由
、
先
日
承
存

了
、
然
者
忩
可
レ
行
―二
幸
仙
洞
一
之
旨
申
レ
之
、
就
二
内
侍
所
一
即
可
二
渡
御
一
、
其
時

上
皇
猶
御
同
宿
不
レ
可
レ
然
歟
、始
終
者
両（

光
厳
・
光
明
）

上
皇
可
レ
移
二
御
新
御
所
一
旨
思
食
、元

日
節
日
以
下
儀
及
二
年
内
一
、
内
侍
所
御
神
楽
等
間
事
、
可
レ
為
二
何
様
一
哉
、
可
二

計
申
一
者
、

申（
公
賢
）云

、
行
幸
事
兼
粗
及
二
御
沙
汰
一
歟
、
可
レ
有
二
沙
汰
一
歟
、
内
侍
所
渡
御
事
、
行

幸
之
次
為
二
常
式
一
歟
、
上
皇
・
内
侍
所
御
同
宿
事
、
白
地
御
同
宿
有
二
其
例
一
之

由
覚
悟
、
猶
可
レ
被
レ
問
二
例
於
官
・
外
記
一
歟
、

（『
園
太
暦
』
観
応
元
年
十
二
月
二
十
三
日
条
、
部
分
）

早
速
翌
日
夕
刻
に
は
、
崇
光
天
皇
は
持
明
院
殿
に
行
幸
、
神
鏡
も
随
伴
、
光
厳
・

光
明
両
上
皇
は
新
御
所
に
移
御
、
と
い
う
素
早
い
対
応
が
完
了
し
て
お
り
、

廿
四
日
、
天
晴
、
抑
東
宮
大
夫
依
レ
召
参
二
仙
洞
一
、
行
幸
必
定
今
夕
之
由
被
二
治

定
一
了
、
内
侍
所
渡
御
、
同
可
レ
為
二
今
夕
一
、
両
院
可
レ
遷
二
御
新
御
所
一
、
…
…
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後
聞
、
今
日
行
幸
、
内
侍（

所
欠
ヵ
）同渡

御
、
両
上
皇
渡
―二
御
新
御
所
一
云
々
、
非
二
上
皇
・

賢
所
御
同
宿
儀
一
云
々
、

と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
録
は
神
鏡
・
天
皇
・
上
皇
の
同
所
同
宿
が
朝
幕
共
通
の
強

い
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
証
拠
に
朝
廷
は
、「
行
二
幸
仙
洞
一

時
内
侍
所
渡
御
例
」
を
勘
申
す
る
よ
う
外
記
・
史
に
命
じ
て
い
る
。
大
外
記
中
原
師

茂
は「
行
二
幸
仙
洞
一
時
内
侍
所
渡
御
例
」と
し
て
六
例
、左
大
史
小
槻
匡
遠
は「
行
二
幸

仙
洞
一
時
、
内
侍
所
渡
御
并
御
逗
留
間
、
追
渡
御
例
」
と
し
て
数
例
を
調
べ
上
げ
注
進

す
る
と
い
う
力
の
入
れ
よ
う
で
あ
る
。

翌
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
三
月
四
日
に
は
、再
び
同
所
同
宿
に
関
す
る
幕
府
の
奏

請
を
も
と
に
、
光
厳
上
皇
よ
り
洞
院
公
賢
に
勅
問
が
あ
っ
た
。

　
　
　

被
二
仰
下
一
篇
目

天
下
静
謐
之
上
者
、
可
レ
有
二
還主

上

御
一
歟
旨
武
家
申
レ
之
、
就
レ
其
被
レ
問
二
日
次
一
、

可
レ
為
二
来
七
日
一
之
由
被
二
仰
下
一
了
、
然
而
件
日
難
治
之
由
就
レ
申
、
御
不
審

条
々
、

一
、此
間
穢
中
也
、
然
者
還
幸
之
間
、
内
侍
所
渡
御
可
レ
有
レ
議
歟
事
、

一
、  土
御
門
殿
破
損
、
及
二
御

鋪
設
散
一々
也
、
急
速
修
理
以
下
難
治
之
間
、
七

日
難
二
沙
汰
出
一
之
条
勿
論
也
、
可
レ
及
二
廿
日
比
一
、
及
二
下
旬
一
歟
、
然
者

正
月
以
来
、
主（

崇
光
）上

・
上（

光
厳
）皇

・
賢
所
皆
御
同
宿
者
非
常
儀
也
、
世
上
静
謐
可

レ
有
二
還
幸
一
之
由
申
レ
之
、而
依
二
修
理
以
下
遅
一々
、御
雑
居
不
レ
可
レ
然
者
、

如
二
旧
院
両
院
旅
所
一
、
可
レ
為
二
別
御
所
一
也
、

（『
園
太
暦
』
観
応
二
年
三
月
四
日
条
、
部
分
）

鎌
倉
時
代
に
は
、
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
に
関
し
、「
武
家
」
が
朝
廷
に
「
執
奏
」

を
行
う
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
南
北
朝
期
に
な
る
と
前
述
の
よ
う
な
史
料
が

現
れ
る
。
ま
た
、
朝
幕
に
お
け
る
一
連
の
対
応
で
興
味
深
い
の
は
、
天
皇
・
上
皇
同

所
同
宿
が
、「
神
鏡
・
上
皇
同
所
同
宿
」
と
観
念
さ
れ
議
論
検
討
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
で
あ
っ
て
、
本
稿
が
縷
々
追
求
し
て
き
た
、
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
に
お
け
る

神
鏡
の
扱
い
が
、
長
き
に
わ
た
る
歴
史
的
課
題
で
あ
り
、
公
武
政
権
に
共
有
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

第
三
節　
「
太
上
天
皇
不
参
内
」

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
が
出
来
す
る
第
三
の
契
機
は
、
上
皇
の
ほ
う
が
天
皇
居
所

に
御
幸
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
内
裏
（
禁
中
）
を
出
た
上
皇
は
、参
内
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
、
同
所
同
宿
「
忌
避
」
の
初
見
と

思
わ
れ
る
史
料
は
、「
太
上
天
皇
参
内
」に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
暦
四
年（
九
五
〇
）

六
月
二
十
六
日
、
村
上
天
皇
皇
子
憲
平
親
王
立
太
子
後
の
居
所
に
つ
い
て
、
外
祖
父

右
大
臣
藤
原
師
輔
に
勅
問
が
あ
っ
た
。
師
輔
は
、
天
皇
―
皇
太
子
同
居
の
可
否
に
関

す
る
勅
問
に
対
し
て
答
え
る
に
あ
た
り
、「
太
上
天
皇
遜
位
之
後
、
不
レ
可
三
一
日
留
二

禁
中
一
」
な
る
原
則
が
あ
る
も
、
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
朱
雀
上
皇
は
譲
位
後
も
な
お

内
裏
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
理
由
は
方
忌
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
を

例
示
し
つ
つ
、「
無
二
殊
難
一
歟
」
と
勅
答
し
た
。
皇
太
子
同
居
の
可
否
に
つ
い
て
、や

や
ピ
ン
ト
は
ず
れ
の
引
例
に
見
え
る
が
、
十
世
紀
す
で
に
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
忌

避
の
観
念
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。

（
天
暦
四
年
六
月
）
廿
六
日
、
召
二
茂
樹
一
令
レ
進
二
勘
文
一
、
来
月
廿
三
日
、
戊
子

尤
吉
者
、
午
剋
参
内
、
令
二
伊
尹
奏
一
レ
之
、
仰
云
、
以
二
件
日
一
可
レ
遂
二
行
之
一
、

抑
先
例
立
二
皇
太
子
一
之
後
不
レ
経
二
幾
日
一
入
二
於
東
宮
若
職
曹
司
一
…
…
尋
二
求

宮
中
便
所
一
、
修
造
之
間
、
若
経
二
数
月
一
歟
、
恐
三
事
之
乖
二
先
例
一
、
…
…
仰

曰
、
所
レ
申
之
宜〔

事
ヵ
〕、

非
レ
無
二
其
理
一
、
然
而
庶
事
依
二
先
例
一
可
レ
行
者
也
、
若
数

月
在
二
里
第
一
者
、
遺
二
後
代
之
謗
一
歟
。
重
奏
云
、
太
上
天
皇
遜
位
之
後
、
不
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レ
可
三
一
日
留
二
禁
中
一
、而
去
天
慶
九
年
四
月
禅
位
之
後
、上（

朱
雀
）皇

猶
御
二
弘
徽
殿
一
、

至
二
七
月
一
御
二
出
於
朱
雀
院
一
、
是
則
依
二
夏
三
月
南
方
王
相
一
也
。

（『
九
暦
逸
文㉖
』
天
暦
四
年
六
月
二
十
六
日
条
）

ほ
か
に
史
料
上
、「
上
皇
不
レ
可
レ
入
二
御
禁
中
一
」（『
明
月
記
』
建
保
元
年
四
月
二
十
一

日
条
）、「
院
号
後
不
レ
可
二
参
内
一
之
間
、
今
夕
参
内
」（『
看
聞
御
記
』
文
安
四
年
十
一
月

二
十
二
日
条
）
な
ど
と
所
見
す
る
。

な
ぜ
、
太
上
天
皇
は
参
内
し
な
い
の
か
、
理
由
を
上
皇
自
身
が
語
っ
た
史
料
も
存

在
す
る
。
後
鳥
羽
上
皇
は
、
執
柄
臣
が
路
頭
で
上
皇
御
幸
の
行
列
に
遭
遇
し
た
と
き

の
礼
に
つ
い
て
、
権
大
納
言
西
園
寺
公
経
ら
廷
臣
と
の
勅
問
勅
答
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
皇
不
レ
可
レ
礼
二
於
人
一
…
…
太
上
天
皇
不
二
参
内
一
ハ
、
是
於
二
陣
外
一
下
車
有

レ
礼
、
仍
無
二
便
宜
一
之
故
不
レ
参
也
、

（『
玉
蘂
』
建
暦
元
年
六
月
九
日
条
、
部
分
）

後
鳥
羽
の
論
理
は
ま
こ
と
に
明
快
、
上
皇
は
人
に
礼
す
べ
き
存
在
で
は
な
く
、
陣
外

に
お
い
て
下
車
の
礼
を
要
求
さ
れ
る
参
内
は
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
対
し
て

九
条
道
家
は
、「
予
案
レ
之
、
太
上
天
皇
不
二
参
内
一
、
是
依
レ
有
レ
憚
也
。
非
レ
為
レ
不

レ
礼
レ
之
歟
（
同
前
）」
と
自
説
を
開
陳
し
て
い
る
。

第
三
章　

順
徳
天
皇
・
後
鳥
羽
上
皇
の
頻
回
長
期
同
所
同
宿

第
一
節　

順
徳
天
皇
高
陽
院
頻
回
行
幸
と
長
期
滞
在

二
章
に
わ
た
り
、
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
の
歴
史
的
展
開
に
つ
き
、
神
鏡
を
中
心

に
考
察
し
て
来
た
が
、
順
徳
天
皇
・
後
鳥
羽
上
皇
の
時
代
に
は
、
同
所
同
宿
の
様
相
が

一
変
す
る
。
順
徳
天
皇
の
院
御
所
滞
在
日
数
は
延
べ
一
九
二
日
（
第
一
章
）
と
、
歴
代

天
皇
を
は
る
か
に
凌
ぐ
数
値
を
示
す
。
か
か
る「
頻
回
行
幸
と
長
期
滞
在
」の
実
態
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
、
従
来
単
独
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
「『
後
鳥
羽

院
宸
記
』
建
保
二
年
四
月
記
」
を
、
天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
研
究
上
に
位
置
づ
け
再

評
価
す
る
と
と
も
に
、
強
引
な
先
例
無
視
の
も
と
、
後
鳥
羽
が
な
ぜ
頻
回
・
長
期
の

同
所
同
宿
を
強
行
し
、
遊
興
・
習
礼
な
ど
に
明
け
暮
れ
た
の
か
を
問
い
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
同
所
同
宿
が
集
中
す
る
建
保
元
年
〜
二
年
に
つ
い
て
、「【
付
図
2
】
建
保

元
年
〜
二
年
、
順
徳
天
皇
・
後
鳥
羽
上
皇
同
所
同
宿
日
程
」
を
示
す
。
歴
代
王
権
が
、

上
皇
の
意
向
や
祇
園
神
輿
に
配
慮
し
、
神
鏡
の
取
り
扱
い
に
腐
心
し
つ
つ
展
開
し
て

き
た
「
同
所
同
宿
」
政
策
が
、
後
鳥
羽
の
時
代
に
至
り
見
事
に
転
換
さ
れ
て
い
る
様

子
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

順
徳
・
後
鳥
羽
の
同
所
同
宿
は
、
建
保
元
年
、
同
二
年
に
集
中
し
、
合
計
一
一
回
、

の
べ
日
数
一
八
〇
日
余
に
達
し
て
い
る
。
う
ち
最
も
長
時
日
に
及
ん
だ
の
は
、
建
保

二
年
二
月
二
十
四
日
〜
四
月
二
十
日
の
五
六
日
間
で
あ
り
、
こ
の
間
に
後
述
の
『
後

鳥
羽
院
宸
記
』
を
構
成
す
る
日
々
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
長
期
滞
在
に
つ
い

て
は
、『
百
練
抄
』
二
月
二
十
四
日
条
に
「
主
上
行
二
幸
高
陽
院
一
」
と
あ
っ
て
始
期
が

わ
か
り
、
同
じ
く
同
書
に
「
四
月
廿
日
、
主
上
自
二
高
陽
院
一
行
二
幸
閑
院
一
」
と
見
え

る
ま
で
、途
中
還
幸
の
史
料
が
確
認
出
来
ず
、『
大
日
本
史
料
』
四
月
二
十
日
条
は
「
閑

院
内
裏
ニ
還
御
ア
ラ
セ
ラ
ル
」
な
る
綱
文
に
付
し
て
、「
高
陽
院
ニ
行
幸
ア
ラ
セ
ラ
レ

ン
コ
ト
、
二
月
二
十
四
日
ノ
条
ニ
見
エ
タ
リ
」
と
注
記
し
、『
皇
居
行
幸
年
表
』
で
も

途
中
還
幸
は
確
認
で
き
な
い
。
従
っ
て
長
期
滞
在
と
判
断
し
た
が
、
期
間
中
『
後
鳥

羽
院
宸
記
』
四
月
一
日
条
に
は
「
小
時
入
レ
内
、
対
二
面
公
家
一
如
レ
常
」
と
あ
っ
て
、

同
所
同
宿
が
「
継
続
」
し
て
い
た
と
す
る
推
定
が
傍
証
さ
れ
る
。

ま
た
、
先
の
章
で
院
御
所
行
幸
の
分
析
視
点
と
し
た
「
神
鏡
」
に
つ
い
て
、
順
徳

天
皇
高
陽
院
行
幸
の
さ
い
に
は
神
鏡
が
随
伴
動
座
し
て
い
た
明
証
が
あ
る
。
す
な
わ
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〈注〉  詫間直樹『皇居行幸年表』、『大日本史料』、西井芳子「平安京略年表」（『平安京提要』）、その他史料を参

考に作成した。

　　

 破線は、史料上始期・終期が確認できないケース。

　　

   建保二年二月二十四〜四月二十日は、『皇居行幸年表』、『大日本史料』「閑院内裏に還御ノコト、四月二十

日ノ条ニ見ユ」の判断に従った。

【付図2】建保元年〜二年、順徳天皇・後鳥羽上皇同所同宿日程
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ち
、「
今
夕
、
行
二
幸
高
陽
院
殿
一
云
々
、
伝
聞
、
賢
所
〈
穢
間
〉、
不
レ
可
二
渡
御
一
、
仍

警
固
云
々
」（『
明
月
記
』
建
保
元
年
八
月
二
十
五
日
条
）
と
あ
っ
て
、
平
時
は
神
鏡
が
随

伴
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

順
徳
天
皇
は
、
異
母
兄
土
御
門
天
皇
に
続
き
、
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
十
一
月

二
十
五
日
、
一
四
歳
で
践
祚
、
十
二
月
二
十
八
日
即
位
し
た
。
大
嘗
会
は
春
華
門
院

（
後
鳥
羽
皇
女
昇
子
）
の
崩
御
が
あ
っ
た
た
め
、
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
十
一
月
十
三

日
に
行
わ
れ
た
。
践
祚
時
、閑
院
内
裏
が
焼
亡
（
承
元
二
年
）
し
て
い
た
た
め
定
ま
っ

た
内
裏
を
持
た
ず
、
押
小
路
殿 
↓ 
大
炊
御
門
殿 

↓ 

三
条
烏
丸
殿
と
、
皇
居
を
移
し

た
後
、
建
保
元
年
二
月
、
新
造
閑
院
内
裏
の
完
成
を
待
っ
て
遷
幸
、
退
位
ま
で
こ
こ

を
皇
居
と
し
た
。第

二
節　
『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
建
保
二
年
四
月
記

建
保
二
年
（
一
二
一
四
）
四
月
一
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
の
一
ヶ
月
間
、ほ
か
な
ら
ぬ

後
鳥
羽
上
皇
自
身
の
「
宸
記
」（『
後
鳥
羽
院
宸
記
』）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
宸
記
の
史

料
的
価
値
に
つ
い
て
目
崎
徳
衛
氏
は
「
建
保
2
年
4
月
記
は
も
っ
と
も
長
文
で
、
侍

臣
の
蹴
鞠
、
北
面
・
西
面
の
笠
懸
の
さ
ま
や
、
水
無
瀬
信
成
へ
の
並
な
ら
ぬ
愛
顧
、

山
門
・
寺
門
の
争
い
な
ど
、
興
味
深
い
記
事
が
あ
り
、
院
の
人
間
性
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る㉗
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ほ
か
、平
林
盛
得
氏
に
も
簡
単
な
紹
介
が
あ
る㉘
。

先
行
研
究
は
何
れ
も
「
宸
記
」
前
後
の
日
々
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
の
検
討

に
よ
り
、
同
記
は
頻
回
・
長
期
に
わ
た
る
一
連
の
順
徳
・
後
鳥
羽
同
所
同
宿
の
う
ち

「
最
終
場
面
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
（
前
掲
「【
付
図
2
】
参
照
）。
は

じ
め
に
同
記
の
書
誌
・
内
容
を
検
討
し
た
上
で
、
か
か
る
異
例
な
同
所
同
宿
の
政
治

的
背
景
に
つ
い
て
分
析
考
察
し
た
い
。

（
１
）
書
誌
と
先
行
研
究

「『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
建
保
二
年
四
月
記
」
の
書
誌
に
つ
い
て
は
石
田
実
洋
氏
の
研

究㉙
に
詳
し
い
。
同
記
宸
筆
原
本
は
伝
わ
ら
な
い
が
、
写
本
は
少
な
く
と
も
二
十
本
以

上
存
在
す
る
。
現
存
最
古
の
写
本
は
東
山
御
文
庫
『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
巻
子
本
（
勅

六
七
―
一
―
一
）
で
あ
る
。
石
田
氏
は
、「
恐
ら
く
は
室
町
後
期
の
写
本
で
あ
ろ
う
」
と

推
定
し
て
い
る
。

古
写
本
伝
来
の
詳
し
い
経
緯
は
不
明
な
が
ら
、
も
と
江
戸
幕
府
の
所
蔵
と
な
っ
て

お
り
、
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
九
月
九
日
、
二
条
城
に
行
幸
し
た
後
水
尾
天
皇
に
上

洛
し
た
将
軍
家
光
が
献
上
し
、
以
後
皇
室
蔵
と
な
っ
た
。
現
東
山
御
文
庫
巻
子
本
が

こ
の
寛
永
献
上
本
で
あ
る
。
同
本
を
直
接
の
親
本
と
す
る
陽
明
文
庫
本
は
多
く
の
流

布
本
の
も
と
に
な
っ
た
。

（
２
）
内
容

建
保
二
年
四
月
、
朝
廷
の
構
成
は
、
後
鳥
羽
上
皇
（
三
五
歳
）、
新
院
土
御
門
上
皇

（
二
〇
歳
）、
順
徳
天
皇
（
一
八
歳
）
の
も
と
、
関
白
近
衛
家
実
、
左
大
臣
九
条
良
輔
、

右
大
臣
徳
大
寺
公
継
、
内
大
臣
九
条
道
家
ら
が
朝
廷
の
中
枢
を
な
し
て
い
た
。
藤
原

定
家
は
参
議
で
あ
っ
た
。

『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
四
月
記
を
通
覧
す
る
と
、次
に
例
示
す
る
一
日
条
の
傍
線
部
分

の
よ
う
な
基
本
的
行
動
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
し
現
れ
る
。

一
日　

乙
未
、
天
陰
、
諸
事
如
レ
例
。
辰
一
点
着
二
直
衣
一
出
レ
外
、
人
々
多
以
候
。

小
時
入
レ
内
、
対
―二
面
公
家
一
如
レ
常
、
未
刻
出
二
馬
場
一
、
先
レ
是
又
出
レ
外
、
今
日

依
レ
為
レ
旬
有
二
蹴
鞠
一
如
レ
例
、
対
―二
面
公
家
一
時
著
―二
改
冠
一
是
例
也
（
後
略
）

次
に
、『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
三
〇
日
間
の
記
事
内
容
を
分
類
し
、【
表
2
】
を
作
成

し
た
。
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【
表
2
】『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
建
保
二
年
四
月
記
内
容
一
覧
表

日
対
面
公
家

蹴
鞠
笠
懸
神
仏
事

御
幸

　
　
　

記　
　
　
　

事

1

○

○

諸
事
例
の
如
し
。
公
家
に
対
面
の
こ
と
常
の
如
し
。
蹴
鞠
例

の
如
し
。

2

○

○

上
北
面
と
西
面
の
輩
、
射
勝
負
笠
懸
。

3

○

○

○

○

藤
原
忠
経
・
修
明
門
院
女
房
・
長
厳
ら
に
所
領
給
与
。

4 

○

○

神
泉
苑

小
童
鶴
熊
丸
を
召
す
、
芸
能
は
な
は
だ
骨
あ
り
。

5 

○

○

雨
の
た
め
、
堂
上
で
蹴
鞠
。

6 

○

○

○

○

方
分
笠
懸
そ
の
興
あ
り
。

7 

○

○

坊
門
信
成
・
関
白
近
衛
家
実
息
家
通
元
服
の
こ
と
。

8 

○

○

熊
野
三
山
正
体
図
供
養
、
公
家
聴
聞
。
坊
門
信
成
に
加
冠
。

9

○

○

七
条
院

信
成
上
伏
、
関
白
息
近
衛
家
通
に
加
冠
。

10 

○

○

神
泉
苑

信
成
を
伴
い
内
御
方
に
参
り
、
殿
上
を
歴
覧
・
教
訓
す
る
。

11 

○

○

○

河
崎
泉

信
成
上
伏
、
七
条
院
に
行
幸
。
十
三
日
止
雨
奉
幣
の
こ
と
。

12 

○

内
裏
に
参
り
公
家
に
対
面
。

13 

○

○

連
雨
に
よ
り
民
の
憂
い
あ
り
、
止
雨
奉
幣
。

14 

○

○

○

内
裏
で
庭
騎
馬
、
賀
茂
祭
の
葵
を
所
々
に
飾
る
。

15 

○

○

○

○

水
無
瀬

信
成
上
伏
、
水
無
瀬
泊
。
尊
長
か
ら
使
者
、
大
津
東
浦
長
者

丸
と
日
吉
神
人
、
韓
崎
に
お
い
て
闘
争
、
延
暦
寺
・
園
城
寺

紛
争
に
発
展
、
園
城
寺
へ
御
教
書
。

16 

○

○

○

高
陽
院
に
戻
る
。
園
城
寺
金
堂
焼
失
の
報
。

17 

○

今
日
よ
り
修
す
べ
き
仏
行
を
明
日
に
延
期
。

18 

○

○

○

河
崎
泉

熊
野
三
山
御
正
体
を
写
し
礼
拝
。

19 

○

○

七
条
院
に
行
幸
。

20 

○

稲
荷
社

稲
荷
社
御
幸
、
天
皇
、
高
陽
院
へ
還
幸
〔
百
練
抄
〕

21 

○

参
籠
賀
茂
社

関
白
息
家
通
直
衣
始
。
賀
茂
社
参
籠

22 

〃

〃

23 

〃

〃

24 

〃

〃

25 

〃

〃

26 

○

〃

〃

27 

○

〃

〃

28 

〃

〃

29 

〃

〃

午
二
点
還
御
。

30

○

○

書
状
を
内
裏
に
献
じ
、
返
事
あ
り
。

対
面
公
家　

連
日
、
稲
荷
社
御
幸
（
二
十
日
）・
賀
茂
社
参
籠
（
二
十
一
日
〜
）
以
外
の

十
九
日
間
す
べ
て
に
「
対
面
公
家
」
の
文
言
が
見
え
る
。
本
稿
が
「
頻
回
接
触
」
と

称
す
る
所
以
で
あ
る
。

蹴
鞠
・
笠
懸　

蹴
鞠
は
日
常
的
な
遊
戯
の
主
役
を
占
め
て
お
り
連
日
行
わ
れ
た
。
雨
の

日
は
「
堂
上
」
で
行
う
と
い
う
熱
中
ぶ
り
で
あ
る
。「
五
日　

己
亥
、自
二
夜
前
一
大
雨

未
レ
休
。
諸
事
如
レ
例
。
午
一
点
許
雨
休
、
仍
欲
レ
令
二
蹴
鞠
一
間
、
猶
雨
脚
為
二
滂
一

仍
於
二
堂
上
一
有
レ
之
（
後
略
）」

蹴
鞠
に
つ
い
て
順
徳
天
皇
自
身
の
記
録
も
存
在
す
る
。

建
暦
三
年
四
月
十
一
日
、
午
時
許
、
参
二
御
前
一
、
昨
も
二
度
参
二
御
前
一
、
皆
直

衣
也
、
朕
著
二
小
直
衣
一
、
是
依
二
上
皇
仰
一
著
レ
之
也
、
上
皇
仰
云
、
昨
所
レ
被

レ
立
之
懸
に
て
可
レ
有
、

鞠
会
云
々
、
於
二
院
御
所
一
、
始
有
二
此
事
一
也
、
…
…
上
皇
・
宸
儀
・
摂
政
・
大

臣
蹴
鞠
事
、
古
今
未
レ
聞
二
其
例
一
、
如
法
稀
代
事
也
、
如
レ
此
事
、
中
〳
〵
率
爾

出
来
也㉚
、

寵
童
記
―
信
成
と
能
成　

本
記
に
は
、「
寵
童
」
と
思
わ
れ
る
、
信
成
・
医
王
記
事
が
頻

出
し
、
記
事
の
分
量
か
ら
し
て
、
あ
た
か
も
本
記
は
、「
寵
童
記
」
の
ご
と
く
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、「
信
成
」
名
の
所
見
度
数
は
八
〜
二
十
九
日
条
に
わ
た
り
、
じ
つ
に

四
一
度
を
数
え
る
。

坊
門
信
成　

一
八
歳
。
中
納
言
親
兼
の
子
。
坊
門
忠
信
の
養
子
と
な
り
、参
議
正
三
位

左
中
将
に
至
っ
た
。
建
保
二
年
四
月
八
日
、
後
鳥
羽
上
皇
自
ら
が
加
冠
、
翌
九
日
に

は
侍
従
・
従
五
位
上
、
七
月
に
は
左
少
将
に
補
さ
れ
て
い
る
。
日
記
中
「
名
謁
如

レ
例
、
信
成
最
前
名
謁
、
亥
三
点
信
成
参
二
候
前
一
如
レ
例
、
令
二
上
伏
一
如
レ
例
」（
九

日
）、「
如
レ
例
令
二
上
伏
一
」（
十
一
日
、
十
五
日
）
な
ど
の
記
載
が
あ
り
、
寵
愛
の
ほ
ど

が
伺
わ
れ
る
。
子
の
親
成
は
後
年
水
無
瀬
家
を
た
て
た
。



一
一
七

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
の
歴
史
的
展
開
と
忌
避

619

医
王
能
成　

藤
原
能
茂
、
一
〇
歳
。
童
名
を
医
王
丸
と
い
い
、
の
ち
北
面
の
武
士
、
左

衛
門
尉
と
な
る
。
承
久
の
乱
後
出
家
。
法
名
は
西
蓮
。
上
皇
の
配
流
に
隠
岐
ま
で
同

行
。
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
遺
骨
を
頚
に
懸
け
帰
洛
。

（
３
）
延
暦
寺
―
園
城
寺
紛
争
へ
の
対
応

本
記
中
、
唯
一
の
政
治
記
事
が
十
五
・
十
六
日
条
に
現
れ
る
。
十
四
日
、
日
吉
祭
に

お
い
て
、
近
江
国
東
浦
長
者
と
日
吉
神
人
が
神
膳
の
こ
と
で
刃
傷
に
及
ぶ
。
十
五
日

に
至
り
延
暦
寺
―
園
城
寺
の
紛
争
に
拡
大
、
山
門
衆
徒
が
園
城
寺
金
堂
以
下
を
焼
く

事
態
と
な
っ
た
。

十
五
日
…
…
山
門
衆
徒
…
…
打
二
入
中
院
一
合
戦
…
…
焼
二
払
寺
中
房
舎
一
由
申

レ
之
。
殊
驚
思
、
然
而
只
今
何
様
可
二
相
斗
一
ト
モ
不
レ
覚
。
但
仰
二
光
親
一
、
山

門
・
薗
城
寺
へ
可
レ
遣
二
御
教
書
一
由
被
レ
仰
、

後
鳥
羽
上
皇
は
、
十
五
・
十
六
両
日
条
に
、
紙
幅
を
大
き
く
割
い
て
事
件
の
て
ん
ま

つ
を
書
き
記
し
て
い
る
が
、
遊
興
に
明
け
暮
れ
る
中
に
舞
い
込
ん
だ
大
事
に
、
傍
線

部
に
見
る
よ
う
に
、
途
方
に
暮
れ
て
お
り
現
時
点
で
は
無
力
で
あ
る
。

第
三
節　

院
御
所
高
陽
院
の
「
皇
居
化
」

皇
居
閑
院
と
院
御
所
高
陽
院
は
至
近
の
位
置
に
あ
り
、「
歩
儀
」
行
幸
す
ら
可
能
で

あ
っ
た
。
し
か
し
後
鳥
羽
上
皇
は
、
前
掲
【
付
図
2
】
で
確
認
し
得
る
よ
う
に
、
順

徳
天
皇
に
院
御
所
長
期
滞
在
を
さ
せ
て
い
た
。
天
皇
・
上
皇
・
神
鏡
の
同
所
同
宿
に

対
す
る
憚
り
・
忌
避
に
対
す
る
何
ら
か
の
対
応
無
し
に
は
成
し
得
な
い
、
稀
代
の
こ

と
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
後
鳥
羽
上
皇
の
編
み
出
し
た
忌
避
回
避
策
は
、
院
御
所
高
陽
院
の
一
部
を

「
皇
居
化
」す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
め
に
高
陽
院
内
に
皇
居
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
、「
築

垣
（
つ
い
じ
）㉛
」
で
囲
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
居
・
院
御
所
を
区
分
し
、
同
所
同
宿
忌

避
と
批
判
を
無
実
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば「
高
陽
院
の
皇
居
化
」、「
院

内
皇
居
」
の
現
出
で
あ
る
。

こ
う
し
た
手
段
に
は
、
ア
イ
デ
ア
で
は
あ
る
が
先
例
が
あ
る
。
保
延
元
年

〈
一
一
三
五
〉
六
月
七
日
、
祇
園
神
輿
違
行
幸
を
め
ぐ
り
、「
内
侍
所
御
所
上
皇
不
二
渡

御
一
」
な
る
件
に
つ
き
、関
白
忠
通
が
諸
卿
に
諮
問
し
た
。
こ
の
時
大
宮
大
夫
源
師
頼

は
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

大
宮
大
夫
申
云
、
一
条
東
殿
有
二
二
築
一
両
所
相
分
、
上
皇
御
二
北
舎
一
、
儲
二
長

橋
一
、
主
上
為
二
渡
御
一
、
有
二
何
事
一
哉
、

（『
長
秋
記
』
保
延
元
年
六
月
七
日
条
、
部
分
）

意
見
が
採
用
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
が
、
天
皇
・
上
皇
両
御
所
の
物
理
的
区
画
案
は
前

代
か
ら
存
在
し
た
。

『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
に
は
、連
日
に
わ
た
る
「
対
面
公
家
」
文
言
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
少
な
く
と
も
後
鳥
羽
の
論
理
に
あ
っ
て
は
、
上
皇
と
の
同
所
が
忌
避
さ
れ
る
の

は
天
皇
に
あ
ら
ず
「
神
鏡
」
で
あ
っ
た
。
神
鏡
さ
え
築
垣
で
遮
っ
て
お
け
ば
、
皇
居

と
院
御
所
の
行
き
来
は
自
由
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

後
年
、
崇
光
天
皇
の
院
御
所
行
幸
に
さ
い
し
、
大
外
記
師
茂
が
「
行
―二
幸
仙
洞
一
時

内
侍
所
渡
御
例
」
を
注
進
し
た
中
に
、順
徳
天
皇
の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

隔
壁
で
遮
ら
れ
た
の
は
、
神
鏡
と
上
皇
で
あ
っ
た
こ
と
を
後
世
の
記
録
は
如
実
に

語
っ
て
い
る
。

順
徳
院

（
建
保
元
年
）
十
一
月
十
日
、
行
二
幸
高
陽
院
殿
一
〈
上
皇
御
在
所
〉、
賢
所
同
渡

御
、
廿
四
日
、
天
皇
還
二
幸
閑
院
一
、



一
一
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今
案
云
、
四
月
初
行
幸
之
時
、
上
皇
御
方
被
レ
隔
二
築
垣
一
、
有
二
小
戸
一
、
是
依
二

賢
所
御
一
歟
、

（『
園
太
暦
』
観
応
元
年
十
二
月
二
十
四
日
条
、
部
分
）

高
陽
院
殿
に
行
幸
し
た
天
皇
は
、
高
陽
院
殿
内
の
ど
こ
を
皇
居
と
し
、
皇
居
は
ど

の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
建
築
史
家
に
よ
る
殿
舎
構
造
の
研
究

は
あ
る
が
、詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。『
明
月
記
』
記
事
に
お
い
て
実
態
の
一
部
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

中
築
垣
已
被
二
築
始
一
、
御
読
経
所
南
、
寢
殿
北
対
北
也
、
如
二

（
し
よ
う
き
よ
う
で
ん
）

承
香
殿
一
北
、

又
有
レ
如
二

后
（
き
さ
い
ま
ち
）

町
廊
一
〈
不
レ
壊
レ
之
〉、
陣
座
・
殿
上
、
皆
可
レ
被
レ
渡
云
々

（
建
保
元
年
四
月
二
十
一
日
条
）

参
二
院
御
方
一
〈
通
二
中
築
垣
戸
一
〉、有
下
如
二
后
町
廊
一
渡
殿
上
〈
中
央
子
午
〉、築

垣
如
二
承
香
殿
一
北
、
自
二
此
渡
殿
一
、
両
主
朝
夕
可
レ
有
二
御
会
合
一
云
々
、

（
二
十
七
日
条
）

毎
日
御
対
面
云
々
、
女
房
御
共
、
密
々
渡
御
〈
已
無
二
中
築
垣
之
詮
一
歟
、
已
有

レ
隔
レ
名
、
今
聖
上
出
二
皇
居
一
、
渡
二
御
仙
洞
一
、百
司
不
レ
随
、
思
レ
之
猶
如
何
〉

（
二
十
八
日
条
）

藤
原
定
家
は
、「
予
参
二
院
御
方
一
…
…
又
参
二
内
御
方
一
」（『
明
月
記
』
建
保
元
年
閏

九
月
十
六
日
条
）
と
両
御
所
を
行
き
来
し
て
い
る
。
高
陽
院
に
は
、
陣
座
・
殿
上
を
は

じ
め
、
内
裏
と
し
て
の
機
能
が
調
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
順
徳
天
皇
の
高

陽
院
殿
滞
在
を
、た
ん
な
る
「
同
所
同
宿
」
と
見
做
す
だ
け
で
よ
い
か
課
題
が
残
る
。

か
く
ま
で
徹
底
し
た
囲
い
込
み
と
頻
回
接
触
は
、
廷
臣
た
ち
に
、
す
で
に
高
陽
院

＝
皇
居
と
観
念
さ
れ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。『
百
練
抄
』建
保
二
年
四
月
二
十
日
条
に

は
、長
い
滞
在
を
終
え
て
高
陽
院
を
後
に
し
た
天
皇
に
つ
い
て
、「
主
上
自
二
高
陽
院
一

行
二
幸
閑
院
一
」
と
見
え
る
。
す
で
に
皇
居
閑
院
へ
帰
る
こ
と
は
、「
還
幸
」
で
は
な
く

「
行
幸
」
な
の
で
あ
っ
た
。

高
陽
院
に
お
い
て
は
、
仗
議
は
も
ち
ろ
ん
、
天
皇
固
有
の
儀
礼
で
あ
る
五
節
す
ら

行
わ
れ
て
お
り
、
後
鳥
羽
は
儀
式
・
舞
姫
を
見
物
し
て
い
る
（『
明
月
記
』『
仲
資
王
記
』

建
保
元
年
十
一
月
十
日
条
〜
）。

第
四
節　

順
徳
・
後
鳥
羽
頻
回
長
期
接
触
の
背
景

（
１
）
後
鳥
羽
上
皇
に
よ
る
朝
儀
介
入
―
琵
琶
「
玄
上
」
演
奏

後
鳥
羽
の
時
代
に
お
け
る
同
所
同
宿
の
、
他
に
類
例
を
見
な
い
頻
回
・
長
期
化
は
、

上
皇
の
朝
儀
介
入
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
本
節
で
は
具
体
的
な
事
例
を
分
析
し
、
そ

の
政
治
的
背
景
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

琵
琶
「
玄
上
（
玄
象
）」（
以
下
「
玄
上
」）
は
、限
ら
れ
た
者
に
し
か
演
奏
が
許
さ
れ

な
い
、
王
権
を
象
徴
す
る
宝
器
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た32
。
建
暦
元
年
正
月
十
九
日
、
順

徳
天
皇
は
初
め
て
朝
覲
行
幸
を
行
っ
た
。
当
時
の
記
録
が
『
御
遊
抄
』
に
見
え
る
。

建
暦
元

 

同
五　

正　

十
九　

幸
高
陽
院 

初
度

順
徳

　
　
　

 　
公
継　

  

玄
上　

　

拍
子 

内
大
臣　
　

 

比
巴 

上
皇
御
所
作　
　

自
余
略
之　

笙 

関
白
家
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
立
命
館
大
学
西
園
寺
文
庫
蔵
『
御
遊
抄33
』）

朝
覲
行
幸
「
御
遊
」
に
お
い
て
、
後
鳥
羽
上
皇
は
累
代
宝
物
・
霊
器
「
玄
上
」
を

内
裏
か
ら
持
ち
出
さ
せ
演
奏
し
た
。順
徳
天
皇
の
驚
き
が「
非
二
禁
中
一
弾
二
玄
上
一
無
二

順
徳
院
御
記
云
、非
二
禁
中
一
弾
二

玄
上
一
無
二
先
規
一
云
々
。

顕
俊
記
云
、
頭
中
将
御
比
巴
令
レ
置
二
長
押
上
一
、

殿
下
取
レ
之
、
令
レ
献
二
上
皇
一
給
。
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先
規
一
云
々
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
異
例
は
上
皇
の
気
ま
ぐ
れ
で
な
く
、
周
到
な
準
備
の
上
に
行
わ
れ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
上
皇
は
、
先
だ
つ
建
暦
元
年
正
月
、「
玄
上
」
を
修

理
さ
せ
て
い
る
。

為
二
頭
弁
顕
俊
奉
行
一
被
二
仰
下
一
云
、
近
日
玄
象
修
理
間
、
為
レ
被
レ
召
二
仰
御
願

事
一
、
明
日
十
二
日
可
レ
被
レ
差
二
進
官
人
一
人
一
云
々
、
即
下
知
了34
、

か
か
る
強
引
な
「
演
奏
」
は
順
徳
の
場
合
が
初
め
て
で
は
な
い
。
元
久
二
年

（
一
二
〇
五
）
正
月
十
九
日
、
先
帝
土
御
門
天
皇
朝
覲
の
さ
い
既
に
玄
上
は
後
鳥
羽
に

よ
っ
て
演
奏
さ
れ
て
い
る
。『
御
遊
抄
』
に
は
「
比玄

上

巴
〈
上
皇
御
所
作
、御
年
廿
八
〉」

と
あ
る35
。

「
順
徳
院
御
記
」
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
八
月
七
日
条
は
、「
上
皇
雖
レ
無
二
先
例
一

弾
給
之
故
、
朝
覲
行
幸
両
度
弾
給
、
他
人
朝
覲
行
幸
未
レ
弾
レ
之
、
只
禁
中
宴
許
レ
用

レ
之36
」
と
順
徳
朝
覲
に
お
け
る
二
度
目
の
上
皇
演
奏
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

（
２
）
故
実
習
礼
・
集
成

同
所
同
宿
が
集
中
す
る
建
保
一
・
二
年
に
先
行
す
る
建
暦
一
・
二
年
は
、
後
鳥
羽
上

皇
に
よ
る
故
実
の
集
成
と
習
礼
の
年
で
あ
っ
た37
。
一
々
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、

建
暦
二
年
十
月
二
十
三
日
〜
二
十
四
日
に
は
、
院
御
所
行
幸
が
あ
っ
て
、
順
徳
天
皇

は
上
皇
よ
り
大
嘗
会
神
膳
儀
に
つ
き
教
訓
を
受
け
て
い
る
「
此
日
行
二
幸
院
一
也
。
夜

中
儀
非
二
朝
覲
礼
一
、為
レ
被
レ
申
二
大
嘗
会
神
膳
間
儀
一
也
。
成
人
御
時
能
可
レ
有
二
御
存

知
一
故
也
」（『
玉
蘂
』）。

ま
た
、
上
皇
が
大
内
に
御
幸
す
る
と
い
う
、
特
異
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
建
暦
二
年

三
月
二
十
四
日
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
後
鳥
羽
上
皇
は
、
大
内
に
乗
り
込
み
白
馬
節
会

の
「
習
礼
」
を
行
っ
た
。「
上
皇
御
二
幸
大
内
一
。
有
二
白
馬
節
会
習
礼
事
一
、
上
皇
仮

為
二
大
臣
大
将
一
、
令
レ
勤
二
内
弁
一
御
」（『
百
練
抄
』）、「
後
鳥
羽
院
、
ひ
そ
か
に
大
内

に
御
幸
な
り
て
、白
馬
節
会
の
習
礼
あ
り
け
り
。」（『
古
今
著
聞
集
』
一
〇
四
）
等
と
記

録
さ
れ
、「
白
馬
節
会
御
習
礼
記
」
と
し
て
後
鳥
羽
自
著
に
結
実
し
て
い
る38
。

後
年
に
は
さ
ら
に
、
上
皇
が
大
内
は
お
ろ
か
皇
居
閑
院
に
御
幸
し
て
習
礼
を
行
う

場
合
さ
え
あ
っ
た
。『
皇
帝
紀
抄39
』
か
ら
拾
い
上
げ
て
お
く
。

今
日
太
上
天
皇
臨
二
幸
大
内
一
、
令
レ
始
二
除
目
御
習
礼
事
一
給
、
上
皇
擬
二
左
大

臣
一
御
執
筆
、
大
外
記
中
原
師
重
応
レ
召
参
候
、（
建
保
三
年
三
月
十
日
条
）

上
皇
幸
二
閑
院
一
有
二
御
習
礼
一
、今
夜
権
大
納
言
源
通
光
卿
勤
二
執
筆
一
、（
同
十
一

日
条
）

上
皇
幸
二
閑
院
一
有
二
御
習
礼
一
、
今
夜
参
議
左
中
将
実
氏
卿
擬
二
大
臣
一
勤
二
執

筆
一
（
同
十
三
日
条
）

（
３
）
後
鳥
羽
上
皇
と
神
器

同
所
同
宿
が
集
中
す
る
建
保
一
・
二
年
に
先
行
す
る
建
暦
二
年
は
、後
鳥
羽
上
皇
に

よ
る
故
実
の
集
成
と
習
礼
の
年
で
あ
っ
た
。
後
鳥
羽
は
こ
の
年
の
成
果
を
、
次
な
る

世
代
す
な
わ
ち
順
徳
天
皇
に
伝
授
す
る
場
と
し
て
、
院
御
所
高
陽
院
の
中
に
皇
居
部

分
を
設
定
し
、
築
垣
で
仕
切
り
中
小
戸
を
備
え
て
通
行
可
能
に
し
た
。
ま
さ
に
院
御

所
内
に
皇
居
を
囲
い
込
ん
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

順
徳
天
皇
と
の
頻
回
長
期
の
同
所
同
宿
を
強
行
す
る
後
鳥
羽
上
皇
の
強
い「
意
志
」

に
つ
い
て
、
三
種
神
器
の
一
で
あ
る
「
宝
剣
」
を
軸
に
考
察
し
た
い40
。

後
鳥
羽
上
皇
は
、文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
三
月
二
十
四
日
壇
ノ
浦
に
宝
剣
が
海
没
、

神
器
な
き
帝
王
と
し
て
践
祚
し
、
同
年
四
月
二
十
五
日
宝
剣
を
除
く
神
器
（
神
鏡
・
神

璽
）
が
還
京
し
た
。
天
皇
の
移
動
に
随
伴
す
る
剣
璽
は
「
剣
奉
持
の
内
侍
―
璽
の
内

侍
」
の
順
で
行
列
進
行
す
る
の
が
旧
規
で
あ
っ
た
が
、
以
後
は
還
京
し
た
璽
を
重
ん

じ
、「
璽
奉
持
の
内
侍
―
空
手
の
内
侍
」
の
よ
う
に
剣
璽
逆
順
の
異
例
を
行
わ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
か
っ
た
。

建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
正
月
三
日
、
後
鳥
羽
天
皇
元
服
（
一
一
歳
）
の
さ
い
、
宝

剣
は
昼
御
座
の
剣
を
も
っ
て
「
代
用
」
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（「
宝
剣
代
」）。
し
か
し

な
お
、
剣
璽
渡
御
の
順
序
は
旧
規
に
戻
さ
れ
ず
「
璽
―
剣
」
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
以

後
後
鳥
羽
上
皇
の
「
宝
剣
」
へ
の
執
着
は
、
建
暦
二
年
五
月
宝
剣
捜
索
の
た
め
、
壇

ノ
浦
に
藤
原
秀
能
を
派
遣
す
る
と
こ
ろ
ま
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
順
徳
践
祚
に
込
め
ら
れ
た
後
鳥
羽
上
皇
の
強
い
意
志
は
、
前
述
の
推
移
の

中
で
、
神
器
政
策
の
大
転
換
と
し
て
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
順
徳
践

祚
一
〇
日
後
の
承
元
四
年
十
二
月
五
日
「
宝
剣
代
」
に
変
え
て
、
大
神
宮
御
物
の
剣

を
宝
剣
（「
准
宝
剣
」）
と
し
、
動
座
順
も
旧
規
（
剣
―
璽
）
に
戻
し
た
の
で
あ
る
。

元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
に
は
実
朝
の
た
め
坊
門
信
清
女
降
嫁
、
同
二
年
閏
七
月
、

京
内
で
平
賀
朝
雅
が
討
伐
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
後
鳥
羽
自
身
が
首
級
を
「
御
覧
」

と
伝
え
、承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
十
月
二
十
七
日
に
は
北
条
政
子
が
熊
野
詣
途
上
入

洛
す
る
な
ど41
、
鎌
倉
が
強
く
意
識
さ
れ
始
め
た
事
態
を
背
景
に
し
て
か
、
承
元
四
年

（
一
二
一
〇
）
の
順
徳
天
皇
践
祚
は
後
鳥
羽
上
皇
の
大
き
な
政
策
転
換
点
で
あ
っ
た
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
後
鳥
羽
上
皇
批
判
―
藤
原
定
家

同
時
代
史
料
の
乏
し
い
中
、
建
暦
〜
建
保
年
中
、
順
徳
・
後
鳥
羽
の
同
所
同
宿
が

常
態
化
し
、
廷
臣
た
ち
が
息
を
ひ
そ
め
る
時
期
に
、
一
貫
し
て
後
鳥
羽
に
対
し
批
判

的
で
あ
っ
た
の
は
藤
原
定
家
だ
っ
た
。

ま
ず
、
建
暦
の
「
論
義
」
に
つ
い
て
、「
自
二
今
日
一
、
被
レ
始
二
竪
義
一
…
…
事
了
又

有
二
狂
論
義
一
」（『
明
月
記
』〈
以
下
同
〉
建
暦
元
年
七
月
二
十
日
）、
遊
興
に
明
け
暮
れ
る

後
鳥
羽
の
相
撲
に
つ
い
て
は
「
入
レ
夜
参
院
、
自
二
二
条
泉
一
還
御
〈
此
間
偏
又
相
撲

也
、
御
厄
年
七
月
尤
可
レ
有
二
謹
慎
一
、
於
二
悪
所
泉
一
毎
日
有
二
此
事
一
、
心
中
恐
歎
、

誰
開
レ
口
哉
…
…
〉」（
同
二
年
七
月
十
九
日
条
）

建
保
年
中
に
な
る
と
、院
御
所
高
陽
院
に
つ
い
て
、「
中
築
垣
已
被
二
築
始
一
」
と
早

く
も
天
皇
の
囲
い
込
み
に
注
目
、「
上
皇
不
レ
可
レ
入
二
御
禁
中
一
、
…
…
被
レ
渡
二
陣
座
・

殿
上
・
内
侍
所
以
下
一
者
、
何
所
非
二
禁
中
一
乎
、
蹉
嘆
而
有
レ
余
」（
建
保
元
年
四
月

二
十
一
日
条
）
と
批
判
す
る
。
二
十
八
日
に
は
す
で
に
皇
居
・
仙
洞
間
を
往
来
し
て
、

毎
日
「
対
面
」
が
行
わ
れ
て
い
た
と
述
べ
、『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
記
事
と
照
応
す
る
。

ま
た
、
先
に
述
べ
た
「
築
垣
」
批
判
が
見
ら
れ
る
。

翌
二
十
九
日
に
な
る
と
、
定
家
極
め
つ
け
の
後
鳥
羽
批
判
が
現
れ
る
（
後
述
）。
ほ

か
建
保
年
中
の
蹴
鞠
に
つ
い
て
、
子
息
為
家
が
、
連
日
の
院
御
所
蹴
鞠
に
召
し
出
さ

れ
る
こ
と
を
定
家
は
苦
々
し
く
思
い
上
皇
に
批
判
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
後
鳥
羽

自
身
も
気
付
い
て
い
た
よ
う
で
、
建
保
元
年
閏
九
月
四
日
条
に
は
「
少
将
、
又
依
レ
召

参
二
御
鞠
一
云
々
、
未
時
参
院
、
御
鞠
之
間
也
、
…
…
父
定
不
請
歟
之
由
、
有
二
天
気
一

云
々
」
と
あ
る
。

建
保
元
年
十
一
月
の
五
節
ま
で
も
が
、
院
御
所
高
陽
院
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
先
に

述
べ
た
が
、定
家
は
こ
れ
に
も
批
判
的
で
あ
っ
た
。「
両
重﹇

童
﹈定

御
覧
歟
。
是
中（

中
和
院
）院行

幸

料
云
々
、
於
二
中
院
行
幸
一
者
、
已
絶
久
。
於
二
事
便
宜
一
者
、
適
被
レ
模
二
大
内
節
会
一
、

渡
二
御
他
所
一
太
無
レ
答﹇

益
﹈歟

。
是
只
末
代
之
猶
不
レ
応
歟
、（
十
一
月
五
日
条
）。

お
わ
り
に

同
所
同
宿
が
出
来
す
る
の
は
、
①
院
御
所
行
幸
、
②
太
上
天
皇
参
内
、
③
天
皇
・

上
皇
某
所
合
流
な
ど
の
場
面
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
従
来
、
朝
覲
行
幸
以
外
あ

ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
「
院
御
所
行
幸
」
に
注
目
、
こ
れ
を
天
皇
・
上
皇
同

所
同
宿
の
起
点
と
位
置
づ
け
、
嵯
峨
〜
後
醍
醐
と
い
う
比
較
的
長
い
ス
パ
ン
に
わ
た

り
行
幸
記
録
を
検
出
・
分
類
・
整
序
し
て
「【
表
1
】
院
御
所
行
幸
の
回
数
と
目
的
」

を
作
成
し
た
。
ま
た
「
行
幸
回
数
」
以
外
に
「
滞
在
日
数
」
に
注
目
、
集
計
・
序
列

化
を
行
っ
た
。
結
果
そ
の
傾
向
は
、
行
幸
回
数
を
基
と
し
た
分
析
と
は
ま
っ
た
く
別
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の
様
相
を
呈
し
た
。
す
な
わ
ち
行
幸
回
数
の
ピ
ー
ク
は
摂
関
期
に
あ
る
の
に
対
し
、

滞
在
日
数
の
そ
れ
は
院
政
期
か
ら
南
北
朝
期
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
鎌

倉
幕
府
は
同
所
同
宿
に
介
入
を
行
っ
た
形
跡
は
な
い
が
、
南
北
朝
期
の
幕
府
は
、
同

所
同
宿
に
関
し
て
執
奏
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

朝
覲
・
祝
賀
・
病
気
見
舞
い
な
ど
儀
礼
的
な
院
御
所
行
幸
は
公
然
と
受
容
さ
れ
た

が
、方
違
な
ど
の
名
目
に
よ
る
行
幸
＝
同
所
同
宿
は
多
く
の
場
合
「
忌
避
」
さ
れ
た
。

こ
の
件
に
関
し
、と
く
に
史
料
の
豊
富
な
祇
園
神
輿
違
行
幸
記
録
を
主
材
料
と
し
て
、

同
所
同
宿
の
何
が
、
な
ぜ
忌
避
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
回
避
策
が
採
ら
れ
た
か
に
つ
い

て
、「
神
鏡
」
を
視
点
と
し
て
分
析
を
行
っ
た
。
巡
幸
す
る
神
輿
の
「
何
」
を
避
け
て

天
皇
は
他
所
に
行
幸
す
る
の
か
、
行
幸
先
が
院
御
所
で
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な

問
題
が
起
こ
る
の
か
…
…
多
く
の
場
合
廷
臣
に
よ
る
議
論
の
中
心
は
、
上
皇
と
「
神

鏡
」
の
同
座
同
所
を
巡
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、「
神
鏡
・
天
皇
・
上
皇
」
の
同
所
同
宿

を
め
ぐ
る
ジ
レ
ン
マ
が
見
て
取
れ
た
。

摂
関
期
を
中
心
と
し
た
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
同
所
同
宿
忌
避
の
理
由
は
、
平

城
太
上
天
皇
の
変
以
来
の
「
不
文
律
」
や
、
出
家
の
身
で
あ
る
法
皇
の
天
皇
―
神
鏡

同
所
同
座
忌
避
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
忌
避
の
観
念
は
、
出
家
以
前
の

上
皇
は
も
ち
ろ
ん
、
摂
関
期
の
み
な
ら
ず
平
安
遷
都
以
降
通
史
的
に
存
在
し
、
廷
臣

た
ち
を
悩
ま
せ
続
け
た
問
題
で
あ
っ
た
。

順
徳
天
皇
の
時
代
す
な
わ
ち
建
暦
―
建
保
年
間
に
至
り
様
相
は
一
変
す
る
。従
来
、

『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
の
う
ち
、
建
保
二
年
四
月
一
日
〜
二
十
九
日
条
が
、
順
徳
と
の
同

所
同
宿
を
記
録
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
両
者

の
長
期
間
同
所
同
宿
は
、
建
保
元
年
四
月
に
始
ま
り
、
翌
年
四
月
ま
で
、
ま
る
一
年

に
わ
た
り
、
繰
り
返
し
頻
繁
に
行
わ
れ
て
お
り
、『
宸
記
』
は
そ
の
一
部
で
あ
る
に
過

ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

あ
れ
ほ
ど
廷
臣
た
ち
を
悩
ま
せ
た
同
所
同
宿
・
神
鏡
動
座
問
題
が
大
き
な
転
換
期

を
迎
え
た
。
同
所
同
宿
日
数
は
飛
躍
的
に
増
大
・
常
態
化
し
、
院
御
所
の
皇
居
化
が

図
ら
れ
、
神
鏡
問
題
は
擬
制
的
に
回
避
さ
れ
た
。
後
鳥
羽
上
皇
は
、
遊
興
・
習
礼
な

ど
を
通
じ
、
皇
権
の
併
合
・
私
物
化
を
図
っ
た
。
藤
原
定
家
に
よ
る
執
拗
な
後
鳥
羽
・

順
徳
同
所
同
宿
批
判
も
届
く
こ
と
は
無
か
っ
た
。

王
家
内
で
は
神
器
の
う
ち
宝
剣
を
欠
き
、「
准
宝
剣
」
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
先
立
つ
元
久
〜
建
永
年
間
に
は
、
実
朝
の
た
め
坊
門
信
清
女
の
降
嫁
・
平
賀
朝

雅
の
討
伐
・
北
条
政
子
の
入
洛
な
ど
、
京
中
に
鎌
倉
の
風
が
流
入
し
始
め
て
い
た
。

加
え
て
延
暦
寺
・
三
井
寺
・
興
福
寺
等
の
紛
争
頻
発
な
ど
、
緊
張
と
危
機
を
背
景
と

し
て
、
後
鳥
羽
に
は
文
化
を
独
占
興
隆
し
、
神
器
を
調
え
、
儀
礼
で
荘
厳
し
て
朝
廷

の
権
威
を
高
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
後
鳥
羽
が
行
っ
た
「
朝
儀
介
入
・
習

礼
強
行
・
内
裏
囲
い
込
み
」
お
よ
び
天
皇
と
の
「
長
期
頻
回
接
触
」
は
、
か
か
る
文

脈
で
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

建
暦
・
建
保
年
間
、「
横
暴
」
と
も
言
え
る
強
権
的
な
後
鳥
羽
上
皇
の
政
権
運
営
に

対
し
、
一
貫
し
て
後
鳥
羽
批
判
を
展
開
し
て
来
た
の
は
藤
原
定
家
で
あ
っ
た
。
本
稿

で
は
「
神
鏡
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
を
重
ね
て
き
た
が
、
定
家
の
目

も
「
神
器
」
に
あ
っ
た
…
…
次
に
例
示
す
る
記
録
の
内
容
は
、
該
博
な
定
家
漢
籍
の

素
養
に
理
解
を
阻
ま
れ
る
が
、「
百
王
八
十
余
代
」
は
、
後
鳥
羽
は
八
二
代
、
順
徳
は

八
四
代
天
皇
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
注
し
本
文
を
掲
げ
て
稿
を
閉
じ
た
い
と

思
う
。夜

半
許
少
将
退
出
、
於
二
皇
居
西
門
内
一
〈
故
春
華
門
院
殿
上
屏
前
〉
御
鞠
云
々

〈
上
皇
・
天
子
〉、
毎
事
依
レ
有
レ
恐
委
不
レ
問
。
最
勝
講
、
於
二
此
内
裏
一
可
レ
被

レ
行
云
々
。
或
後
魏
西
河
之
遊
、
連
日
連
夜
、
已
如
三
文
王
為
二
世
子
一
、
或
周
穆

騮
・

之
興
、
同
二
月
令
郊
外
之
儀
一
、
但
至
三
于
神
尭
之
入
二
紫
宮
一
者
、
未

レ
聞
二
和
漢
之
例
一
者
歟
。
百
王
八
十
余
代
、
神
剣
没
レ
海
、
卅
二
廻
于
茲
一
、
事
理

可
レ
然
、
是
則
非
二
人
力
一
歟
。

（『
明
月
記
』
建
保
元
年
四
月
二
十
九
日
条
）
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注①　
例
え
ば
、「
御
同
所
」
は
「
院
暫
与
レ
内
御
同
所
事
如
何
、
但
無
二
先
例
一
也
」（『
中

右
記
』
天
永
三
年
五
月
十
三
日
条
）・「
天
子
三
上
皇
皆
御
同
所
」（『
後
撰
和
歌
集
』
承

久
三
年
五
月
二
十
一
日
定
家
書
写
本
の
う
ち
、
嘉
永
六
年
刊
本
奥
付
、
小
松
茂
美
『
後

撰
和
歌
集　

校
本
と
研
究　

研
究
編
』
誠
信
書
房
、
一
九
六
一
年
）、「
御
同
宿
」
は

「
今
度
五
節
、
院
御
同
宿
之
間
、
殊
有
二
其
沙
汰
一
也
」（『
仲
資
王
記
』
建
保
元
年
十
一

月
十
一
日
条
）
な
ど
と
し
て
現
れ
る
。

②　

祇
園
御
霊
会
の
神
輿
が
皇
居
近
辺
を
通
る
時
、天
皇
は
こ
れ
を
避
け
他
所
に
行
幸
し

た
。
福
眞
睦
城
氏
は
こ
の
行
幸
を
『
増
鏡
』
八
の
「
祇
園
の
神
輿
た
が
ひ
の
行
幸
あ
り

し
時
」
に
倣
い
、「
神
輿
違
行
幸
」
と
称
し
て
お
り
こ
れ
に
倣
い
た
い
。
福
眞
睦
城
「
祇

園
御
霊
会
と
行
幸
―
な
ぜ
天
皇
は
神
輿
を
避
け
る
の
か
―
」（『
史
観
』
早
稲
田
大
学
、

一
四
六
、二
〇
〇
二
年
）

③　

佐
古
愛
己
「
院
政
・
鎌
倉
期
に
お
け
る
朝
覲
行
幸
の
特
質
と
意
義
―
拝
舞
・
勧
賞
・

行
啓
の
分
析
か
ら
―
」（
元
木
泰
雄
編
『
日
本
中
世
の
政
治
と
制
度
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
二
〇
年
）
１
６
１
頁
。

④　

大
村
拓
生
「
行
幸
・
御
幸
の
展
開
」（『
中
世
京
都
首
都
論
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
六

年
、
初
出
一
九
九
四
年
を
改
稿
）
３
４
頁
、
白
根
靖
大
「
中
世
前
期
の
治
天
に
つ
い

て
」（『
中
世
の
王
朝
社
会
と
院
政
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
四
年

を
補
訂
）、
佐
古
愛
己
（
上
掲
）
１
８
２
頁
。

⑤　

樋
口
健
太
郎
『
中
世
王
権
の
形
成
と
摂
関
家
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）

⑥　

井
上
満
郎
「
院
御
所
に
つ
い
て
」（
御
家
人
制
研
究
会
編
『
御
家
人
制
の
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）

⑦　

詫
間
直
樹
編
『
皇
居
行
幸
年
表
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
七
年
）

⑧　

還
幸
日
が
未
詳
の
場
合
は
、
日
数
＝
一
日
と
し
た
ほ
か
、
推
定
に
よ
り
算
出
し
た
も

の
も
あ
る
。

⑨　
『
玉
葉
』
治
承
二
年
四
月
二
十
九
日
、
五
月
一
日
条
（
九
条
家
本
、
図
書
寮
叢
刊
）、

『
山
槐
記
』
五
月
一
日
条
（
増
補
史
料
大
成
）

⑩　
『
庭
槐
抄
』
治
承
二
年
四
月
二
十
九
日
条
（『
群
書
類
従
』
三
）

⑪　
『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
正
月
六
日
条
（『
増
補
史
料
大
成
』）

⑫　
『
山
槐
記
』
治
承
二
年
閏
六
月
十
一
日
条
。

⑬　

三
種
神
器
の
一
で
あ
る
神
鏡
は
、
史
料
上
「
内
侍
所
」「
賢
所
」
な
ど
と
し
て
現
わ

れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
神
鏡
」
を
用
い
る
。

⑭　

斎
木
涼
子
「
内
侍
所
神
鏡
を
め
ぐ
る
儀
礼
―
十
一
世
紀
に
お
け
る
神
聖
化
―
」（『
洛

北
史
学
』
一
九
、二
〇
一
七
年
）

⑮　
『
帝
室
制
度
史 

五
』（
復
刻
版
、
日
本
学
士
院
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
）

⑯　

福
眞
睦
城
「
祇
園
御
霊
会
と
行
幸
」（
前
掲
）

⑰　

延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
八
月
以
降
、
皇
居
が
二
条
大
路
の
北
に
去
り
、
神
輿
違
行

幸
は
自
然
に
終
焉
を
迎
え
た
。

⑱　

久
保
田
収
「
八
坂
神
社
の
敬
神
」（『
八
坂
神
社
の
研
究
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
四

年
）
３
２
２
頁
。

⑲　

五
味
文
彦
「
馬
長
と
馬
上
」（『
院
政
期
社
会
の
研
究
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四

年
）
３
５
７
頁
。

⑳　

脇
田
晴
子
『
中
世
京
都
と
祇
園
祭
―
疫
神
と
都
市
の
生
活
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
六
年
、
初
版
一
九
九
九
年
）、
大
村
拓
生
「
行
幸
・
御
幸
の
展
開
」（
前
掲
）

㉑　

福
眞
睦
城
「
祇
園
御
霊
会
と
行
幸
」（
前
掲
）
２
９
頁
。

㉒　

斎
木
涼
子
「
内
侍
所
神
鏡
を
め
ぐ
る
儀
礼
」（
前
掲
）
３
７
頁
。

㉓　
「
九
暦
逸
文
」（『
九
暦
』
大
日
本
古
記
録
、
一
九
五
八
年
）

㉔　
『
玉
蘂
』
建
暦
元
年
六
月
九
日
条
（
今
川
文
雄
校
訂
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
、

初
版
一
九
八
四
年
）、
後
に
詳
述
。

㉕　
『
園
太
暦
』
観
応
元
年
十
二
月
二
十
三
日
条
、
後
に
詳
述
。

㉖　
「
九
暦
逸
文
」（
前
掲
）

㉗　

目
崎
徳
衛
「
後
鳥
羽
院
の
生
涯
」（
久
保
田
淳
ほ
か
『
図
説 

日
本
の
古
典
4 

古
今

集
・
新
古
今
集
』
集
英
社
、
一
九
七
九
年
）
１
６
９
頁
。

㉘　

平
林
盛
得
「
後
鳥
羽
天
皇
宸
記
切
と
宸
記
逸
文
」（
古
典
研
究
会
編
『
国
書
漢
籍
論

集
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
）

㉙　

石
田
実
洋
「『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
建
保
二
年
四
月
記
と
宸
記
切
」（『
明
月
記
研
究
』

一
四
、二
〇
一
六
年
）。『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
は
史
料
大
成
版
を
用
い
、東
山
御
文
庫
本
・

内
閣
文
庫
本
影
印
を
参
照
し
た
。

 
〈
付
記
〉
故
石
田
実
洋
氏
か
ら
は
、
後
鳥
羽
・
順
徳
関
係
史
料
の
入
手
そ
の
他
に
つ
い

て
、
い
ろ
い
ろ
御
指
導
を
賜
っ
た
。
御
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。

㉚　

辻
浩
和
「〈
史
料
紹
介
〉
天
理
図
書
館
蔵
『
蹴
鞠
記
』
抄
出
―
『
順
徳
院
御
記
』
逸

文
と
成
通
説
話
―
」（『
日
本
史
研
究
』
五
五
二
、二
〇
〇
八
年
）



一
二
三

天
皇
・
上
皇
同
所
同
宿
の
歴
史
的
展
開
と
忌
避
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㉛　

野
口
孝
子
氏
は
、
閑
院
内
裏
に
築
地
・
裏
築
地
が
築
か
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
そ
の
構
造
・
規
模
を
詳
し
く
検
討
し
た
。
同
氏
は
裏
築
地
の
造
成
は
権
威
空
間
を

作
る
こ
と
で
あ
り
、高
陽
院
殿
に
も
築
か
れ
た
と
述
べ
て
い
る
（
１
０
３
頁
）。「
閑
院

内
裏
の
空
間
構
造
―
王
家
の
内
裏
―
」（
高
橋
昌
明
編
『
院
政
期
の
内
裏
・
大
内
裏
と

院
御
所
』
文
理
閣
、
二
〇
〇
六
年
）

32　

豊
永
聡
美
「
琵
琶
の
時
代
」（『
天
皇
の
音
楽
史 

古
代
・
中
世
の
帝
王
学
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
一
七
年
）

33　
『
御
遊
抄
』
巻
第
二
「
朝
覲
行
幸
」（
立
命
館
大
学
西
園
寺
文
庫
マ
イ
ク
ロ
写
真
、コ

マ
№
五
五
〇
）

34　
「
業
資
王
記
」
建
暦
元
年
正
月
十
一
日
条
（『
大
日
本
史
料
』
四
―
一
一
、
１
６
頁
よ

り
引
用
）

35　
『
御
遊
抄
』（
前
掲
）、
コ
マ
№
五
四
九
。

36　
『
順
徳
院
御
記
』（
史
料
大
成
）。

37　

籠
谷
真
智
子
「
故
実
の
中
世
的
展
開
」（『
中
世
の
教
訓
』
角
川
書
店
、
一
九
七
九

年
）
９
４
〜
7
頁
。

38　
『
後
鳥
羽
院
宸
記
』
建
暦
二
年
三
月
二
十
四
日
条
（『
列
聖
全
集
』
上
）
２
０
７
頁
。

39　
『
皇
帝
紀
抄
』
第
八
（『
群
書
類
従
』
三
）
３
９
２
頁
。

40　

以
下
、
後
鳥
羽
上
皇
と
「
神
器
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
後
鳥
羽
院
政
の
展
開
と
儀

礼
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

41　

政
子
入
洛
は
『
吾
妻
鏡
』
承
元
二
年
十
月
十
日
条
が
伝
え
る
が
、公
家
の
日
記
に
見

え
な
い
。

（
衣
笠
総
合
研
究
機
構
客
員
協
力
研
究
員
）


